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■ 実施計画策定の趣旨 

  この計画は、「喜多方市総合計画（2017～2026）きたかた活力推進プラン」における基本構

想及び基本計画に基づくまちづくりを着実に進めるため、基本計画で定めた各施策の展開に必

要な事務事業を体系的に定めるものです。 

 

■ 実施計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計画の期間 

実施計画は、３ヵ年を計画期間とし、絶えず変化を続ける社会経済情勢に迅速に対応するた

め、毎年度見直しを行うローリング方式により策定していますが、令和８年度は１ヵ年で策定

します。 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

基 本 構 想（計画期間：10年間） 

基 本 計 画（計画期間：10年間 ※令和３年度に見直し） 

＜見直し＞ 

第１期実施計画        
 第２期実施計画       

  第３期実施計画      

   第４期実施計画     

    第５期実施計画    

     第６期実施計画   

      第７期実施計画  

       第８期実施計画 

        第９期実施計画 

         
第 10期 
実施計画 

 

基本構想

基本計画

実施計画

将来の都市像 

『力強い産業 人が輝く活力満ちる安心・快適なまち』 

～「喜多方市総合計画（2017～2026）きたかた活力推進プラン」の体系～ 

今後予想される社会情勢の変化への対応を

はじめ、本市の地域特性や課題を踏まえるとと

もに、本市が目指す将来像と目標を定め、その

実現に向けた基本方向を示したものです。 

基本構想に基づき、各分野で実施していく施

策を体系的に定め、具体的な内容を示したもの

です。 

基本構想・基本計画に基づいたまちづくりを

着実に進めるため、基本計画で定めた各施策の

展開に必要な事務事業を示したものです。 
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■ 実施計画の構成 

 『きたかた活力推進プラン』における施策体系に基づき、事務事業を掲載しています。 
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■ SDGs の概要 

SDGs は、国連加盟国が掲げる「世界全体の持続を可能にするために必要な 2030 年までの

達成目標（ゴール）のこと」です。ゴールには 17 の目標を示すロゴマーク（下記参照）があ

り、1 つの目標に向けた取組が他の目標達成にも貢献していることが SDGs の特徴です。誰一

人取り残さない社会の実現を目指して、先進国や発展途上国、民間企業、NPO などの区別な

く、私たち一人ひとりが役割を理解し、経済・社会・環境をめぐる広く大きな課題の解決に協

力して取り組むものです。 

  



■　体系図の見方

■　実施計画の見方

複数の施策項目に該当する事務事業は

再掲として表示。

再掲事業No.は、再掲元の事業No.と

一致する。

節

予算区分

･･･わくわく喜多方推進事業

･･･総合戦略事業

市長の掲げる政策に基づき行う事業

人口減少の克服と将来にわたって活力ある地域社会を実現し、地方創生を

行っていくために策定した『第３期総合戦略』に位置付けられた事業

4



節 ▶ ▶

No. 再掲

（ 1 ）多様な担い手の育成・確保 1 担い手アクションサポート事業

2 新規就農者経営確立支援事業

3 新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)

4 地域計画担い手確保支援事業

5 農業者年金加入推進事業

6 畑作物産地づくり推進事業

7 地域農業構造転換支援事業

（ 2 ）農地の集積・集約化と有効利用 8 担い手への農地の集積・集約化業務

9 地域計画推進事業

10 遊休農地の発生防止・解消業務

（ 3 ）振興作物の産地化 11 園芸産地競争力強化事業

12 産地生産力強化総合対策事業

（ 4 ）農業経営の安定化 13 経営所得安定対策等推進事業

14 オールふくしまの酒づくり支援事業

15 畜産生産基盤強化支援事業

（ 5 ）６次産業化・販路拡大 16 農畜産物ブランド化・販路拡大推進事業

17 目指せ日本一！喜多方産米食味向上推進事業

（ 6 ）環境にやさしい農業の推進 18 環境保全型農業直接支払交付金

19 環境にやさしい農業推進事業

（ 7 ）農村環境・農業基盤の整備保全 20 多面的機能支払交付金

21 中山間地域等直接支払交付金

22 県営土地改良事業負担金

23 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）負担金

24 国営雄国山麓農業水利事業積立金

25 農業農村施設管理事業

26 農業農村施設整備事業

（ 8 ）林業の担い手育成と生産基盤の整備 27 森林経営管理事業

28 林業施設整備事業

29 山のみち地域づくり交付金事業（北塩原・磐梯線）

30 国有林貸付地境界調査事業

（ 9 ）森林の保全及び活用 31 森林環境交付金事業

32 森林資源活用事業

33 林業振興施設管理経費

34 特用樹林造成事業

35 治山事業・地すべり対策事業

27 森林経営管理事業 再掲

（ 10 ）有害鳥獣による被害防止 36 有害鳥獣被害防止対策事業

37 野生獣被害対策事業補助金の交付

38 捕獲従事者育成事業補助金の交付

39 鳥獣害対策マップ事業

40 有害鳥獣捕獲事業

41 箱わな購入支援事業補助金

（ 1 ）魅力ある商店づくりと賑わいの創出 42 経営力向上支援事業

43 まちなか活性化事業  

44 産業フェア事業

45 商店街連合会地域活動事業

46 商工業地域振興等事業

47 空き店舗利活用支援事業

48 ラーメンチャレンジショップ開設事業

（ 2 ）中小企業の育成 49 人材育成支援事業

50 中小企業融資利子補給事業

51 制度資金信用保証料補助事業

52 貸付金事業

53 後継者育成確保事業  

54 事業承継支援事業

46 商工業地域振興等事業 再掲

大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

項目 事務事業

第１節

農林業

第２節

商業
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節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

項目 事務事業

（ 3 ）新たな活力の創出 55 創業支援事業

56 全国醤油サミット事業

47 空き店舗利活用支援事業 再掲

48 ラーメンチャレンジショップ開設事業 再掲

（ 1 ）経営基盤の強化 57 企業連携推進事業

58 経営基盤強化支援事業（ものづくり企業振興補助金）

50 中小企業融資利子補給事業 再掲

51 制度資金信用保証料補助事業 再掲

52 貸付金事業 再掲

（ 2 ）雇用創出と人材の確保・育成 59 企業立地促進事業

60 ものづくり技能継承事業

61 地域ものづくり産業発展支援事業

62 発明展

58 経営基盤強化支援事業（ものづくり企業振興補助金） 再掲

（ 3 ）新産業分野への進出支援 63 産学官金連携推進事業

58 経営基盤強化支援事業（ものづくり企業振興補助金） 再掲

（ 4 ）企業誘致の推進と操業支援 64 工業団地管理事業

65 企業誘致活動事業

66 経営基盤強化支援事業（会津産業ネットワークフォーラム負担金）

58 経営基盤強化支援事業（ものづくり企業振興補助金） 再掲

59 企業立地促進事業 再掲

（ 1 ）就業機会の確保と雇用創出の推進 67 就職支援事業（合同企業説明会）

68 就職支援事業（就職フェアinあいづ実行委員会負担金）

69 求職者向け企業情報検索サイト保守・管理業務

70 雇用相談事業

71 高齢者団体就労支援事業（市シルバー人材センター運営補助金）

72
高齢者団体就労支援事業（全国シルバー人材センター事業協会

賛助金、県シルバー人材センター連合会賛助金）

47 空き店舗利活用支援事業 再掲

58 経営基盤強化支援事業（ものづくり企業振興補助金） 再掲

（ 2 ）職業能力の向上と労働者福祉の向上 73 ワーク・ライフ・バランス推進事業

74 勤労者福祉対策事業（喜多方市勤労者互助会）

75 勤労者福祉対策事業（喜多方市勤労者互助会補助金）

76 労働者福祉対策事業（喜多方市技能功労者表彰）

（ 3 ）若年層の市内定着の促進と市内企業の人材確保 77 奨学金償還支援事業補助金

67 就職支援事業（合同企業説明会） 再掲

69 求職者向け企業情報検索サイト保守・管理業務 再掲

（ 1 ）地域特性を生かした観光の魅力づくり 78 地酒のまち喜多方推進事業

79 旧甲斐家蔵住宅整備事業

80 日本遺産認定「会津の三十三観音めぐり」継承事業

81 三ノ倉高原花畑事業

82 花資源を生かした観光誘客

83 重要伝統的建造物群保存地区保存推進事業

84
磐越西線ＳＬ定期運行推進協議会負担金及び磐越西線Ｓ

Ｌ等運行・活性化推進協議会負担金

85 蔵のまち喜多方夏まつり事業

86 蔵のまち喜多方冬まつり事業

87 地域資源を生かしたイベントの支援

88 「棚田といえば高郷」まちおこし事業

89 雄国沼施設等管理運営協議会負担金

90 裏磐梯ビジターセンター自然体験活動運営協議会負担金

91 「ラーメンのまち喜多方」振興事業

92 ふくしまデスティネーションキャンペーン推進事業

93 そばの郷喜多方振興事業

94 ひめさゆり保護及びPR事業

95 舟引き祭り事業

第３節

工業

第４節

雇用・労働

第５節

観光
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節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

項目 事務事業

96 花しょうぶ祭り事業

97 塩川新そば祭り事業

98 山都三大そばまつり事業補助金

（ 2 ）誘客宣伝活動の推進と受入体制の充実 99 喜多方観光・物産ＰＲ事業

100 観光誘客、ＰＲ活動、情報発信の強化

101 福島県観光復興推進委員会事業負担金

102 観光案内所の管理運営

103 観光駐車場の管理運営

104 会津カード運営協議会負担金

105 観光施設の管理運営

106 観光施設維持補修工事

107 温泉保養施設の管理運営

108 温泉保養施設維持修繕工事

109 温泉所在都市協議会負担金

110 道の駅を活用した交流人口の拡大

111 喜多方観光物産協会事業補助金

112 100年フード・食文化ミュージアムPR事業

（ 3 ）広域観光と外国人観光客の誘客推進 113 極上の会津プロジェクト協議会負担金

114 会津・置賜広域観光推進協議会負担金

115 グリーン・ツーリズム推進事業

116 教育旅行等誘致促進事業

117 インバウンド誘客PR事業

115 グリーン・ツーリズム推進事業 再掲

116 教育旅行等誘致促進事業 再掲

（ 4 ）グリーン・ツーリズムの推進 118 教育旅行タクシー助成事業補助金

119 喜多方市都市農山村交流施設管理事業

93 そばの郷喜多方振興事業 再掲

（ 5 ）物産の振興 120 地域特産品振興事業補助金

121 関係機関との連携による物産の振興

56 全国醤油サミット事業 再掲

91 「ラーメンのまち喜多方」振興事業 再掲

99 喜多方観光・物産ＰＲ事業 再掲

（ 6 ）ポストコロナ社会を見据えた観光・物産の振興 78 地酒のまち喜多方推進事業 再掲

85 蔵のまち喜多方夏まつり事業 再掲

86 蔵のまち喜多方冬まつり事業 再掲

87 地域資源を生かしたイベントの支援 再掲

88 「棚田といえば高郷」まちおこし事業 再掲

89 雄国沼施設等管理運営協議会負担金 再掲

90 裏磐梯ビジターセンター自然体験活動運営協議会負担金 再掲

93 そばの郷喜多方振興事業 再掲

95 舟引き祭り事業 再掲

96 花しょうぶ祭り事業 再掲

97 塩川新そば祭り事業 再掲

99 喜多方観光・物産ＰＲ事業 再掲

100 観光誘客、ＰＲ活動、情報発信の強化 再掲

112 100年フード・食文化ミュージアムPR事業 再掲

115 グリーン・ツーリズム推進事業 再掲

116 教育旅行等誘致促進事業 再掲

大綱２➡
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節 ▶ ▶

No. 再掲

（ 1 ）確かな学力の育成 122 指導主事等の学校訪問による授業の質的改善

123 学校教育指導委員会の開催

124 全国学力調査や総合学力調査による学びの支援

125 イングリッシュ・サポーター配置事業

126 ＡＬＴ（外国語指導助手）配置事業

127 英語弁論大会出場に向けたＡＬＴ（外国語指導助手）による英語発音指導

128 学校司書配置事業

129 各種研修会の実施（学力向上、生徒指導力向上）

130 幼小連携研修会の開催

131 認定こども園指導訪問の実施

（ 2 ）豊かな心の育成 132 「道徳科」の授業改善

133 校長講話等を通した道徳教育

134 思春期保健講座等の実施

135 レジリエンス教育推進事業

136 小学校農業科研究会の開催

137 小学校農業科支援員交流会の開催

138 農業科実習

139 小学校農業科作品コンクールの開催

140 Q-Uを活用した学級集団作りの推進

（ 3 ）健やかな体づくり 141 児童生徒の肥満改善の推進

142 フッ化物洗口事業

143 学校給食における喜多方市産農産物と郷土食の提供

144 「わたしが考えるサンマルちゃん献立」「大好き喜多方の日献立」の実施

145 学校給食への喜多方市産農産物の活用推進

146 からだが喜ぶ健康給食推進事業

147 生涯スポーツに対する意識の醸成

（ 4 ）一人一人のニーズに応じた教育 148 職場体験、職業講話や社会科見学等の実施

149 特別支援教育アドバイザー配置事業

150 学校生活支援員配置事業

151 教育支援委員会の開催

152 不登校児童生徒学習支援事業（喜多方フリースクール指導員配置事業）

153 小中学校キャリア教育推進事業(起業家体験事業)

（ 5 ）学びを支える環境の整備 154 働き方改革の推進

155 安全教育の実施

156 通学路安全推進会議の開催

157 遠距離通学援助事業

158 スクールバス運行事業

159 スクールバス更新事業

160 小中学校適正規模適正配置事業の実施

161 音楽祭参加費補助金

162 中体連等参加補助金

163 小中学校給食費負担軽減事業の実施

164 児童生徒保護者負担軽減事業

165 奨学資金の貸与

166 就学支援事業

167 小学校施設改修事業

168 中学校施設改修事業

169 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）事業の実施

170 小中学校ICT教育推進事業（児童用タブレット）

171 小中学校ICT教育推進事業（生徒用タブレット）

172 小中学校ICT教育推進事業（指導者用タブレット）

173 情報モラル教育の推進

174 ＩＣＴ活用研修会（教員向け)

175 学校給食費公会計事業（小・中学校給食費負担軽減事業含む）

大綱２　地域を支え未来を招く人づくり

項目 事務事業

第１節

学校教育

8 



節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱２　地域を支え未来を招く人づくり

項目 事務事業

（ 1 ）生涯学習の推進 176 人づくりの指針推進事業

177 社会教育関係団体の活性化のための支援

178 人づくりの指針推進事業

179 社会教育施設の活用と各種講座等の開催

180 各種生涯学習情報の提供

181 市立図書館を拠点とした読書活動の推進事業

182 社会教育施設整備改修事業

183 喜多方プラザ整備改修事業

184 喜多方プラザの運営事業

（ 2 ）生涯スポーツの推進 185 スポーツ交流都市宣言事業

186 太極拳振興事業

187 スポーツ活動活性化サポート事業

188 公益財団法人喜多方市体育協会支援事業

189 スポーツ指導者等の講習会の開催

190 スポーツボランティア登録事業

191 eスポーツによる元気なまちづくり推進事業

192 社会体育施設整備改修事業

193 社会体育施設管理運営事業(指定管理）

194 市立小中学校体育施設の開放

195 ボートインストラクター派遣事業

196 第46回全日本中学選手権競漕大会

197 第35回全国市町村交流レガッタ喜多方大会

（ 3 ）青少年の健全育成 198 地域学校協働活動事業

199 青少年健全育成団体指導者の育成

200 青少年ボランティア活動普及等事業

201 喜多方将棋普及事業

（ 1 ）文化芸術に触れる機会の拡充 202 市美術館における展覧会・教育普及事業

203
文化と芸術のかおり高いまちづくり推進事業（喜多方市

文化協会の活動支援）

204
文化と芸術のかおり高いまちづくり推進事業（文化芸術

創造都市推進事業）

（ 2 ）地域に残る自然や歴史・文化等の保存と活用 205 文化財指定及び指定文化財の保護・保存

206 天然記念物保護事業

207 無形民俗文化財継承団体への支援

208 郷土民俗資料館等整備事業

83 重要伝統的建造物群保存地区保存推進事業 再掲

（ 1 ）男女共同参画社会の推進 209 男女共同参画推進事例紹介

210 男女共同参画関連講座

211 市審議会等への女性登用の促進

212 男女共同参画社会づくり功労者表彰

大綱３➡

男女共同参画

歴史・文化

第４節

第２節

生涯学習

第３節

9 



節 ▶ ▶

No. 再掲

（ 1 ）保育等の充実 213 特別保育事業

214 子ども・子育て会議

215 私立保育施設就業奨励金支給事業

216 放課後児童健全育成事業

217 公立こども園の管理運営

218 保育所運営委託事業

219 地域型保育給付等事業

220 保育所等整備補助金

221 保育対策総合支援事業

（ 2 ）地域における子育て力の向上 222 ファミリーサポート事業

223 ホームスタート事業

224 児童クラブ館等による幼児クラブ事業

225 子ども総合相談事業

226 こんにちは赤ちゃん訪問事業及び養育支援訪問事業

227 子育て短期支援事業

228 地域子育て支援拠点事業

229 家庭児童相談員設置事業

230 子育て世帯向け定住促進住宅整備事業

231 屋内子ども遊び場「めごぷらざ」運営事業

232 子どもの体力づくり・運動習慣定着推進事業

233 アイデミきたかた魅力発信事業

（ 3 ）子育て世代への支援 234 小学校入学祝金支給事業

235 児童手当支給事業

236 子ども医療費助成事業

237 多子世帯保育料軽減事業

238 ファミリーサポートセンター利用者助成事業

239 施設利用給付事業

240 子ども子育て支援庁内連携会議

241 ペアレント・トレーニング事業

（ 4 ） 242 不妊治療支援事業

243 妊産婦健康診査

244 産後ケア事業

245 親子みんべぇ健康アプリ（電子親子手帳・予防接種スケジュールサービス）事業

246 母子健康手帳の交付

247 妊婦の貧血予防の取組

248 乳幼児健康診査等の実施

249 乳幼児発達観察相談事業

250 母子保健対策強化事業

251 妊娠期からはじめる歯と口腔の健康づくり事業

252 親子の望ましい食習慣形成

253 食育推進連携事業

254 肥満防止等の対策

255 １か月児健康診査

256 妊婦のための支援給付交付金

257 妊婦等包括相談支援事業

258 生殖補助医療交通費支援事業助成

142 フッ化物洗口事業 再掲

（ 5 ）出会いの創出 259 少子化対策結婚支援事業

260 結婚新生活支援事業

第２節 （ 1 ）生活習慣病予防対策の推進 261 保健委員による健(検)診受診勧奨

262 職域への健（検）診受診啓発

263 健康づくり推進対策強化事業（きらり喜多方健康ポイント事業）

264 健康づくり推進対策強化事業（特定健診受診率向上の取組）

265 健康づくり推進対策強化事業（がん検診受診率向上の取組）

266 健康づくり推進対策強化事業（追加検査「心電図検査」の導入）

267 健康づくり推進対策強化事業（医療機関との連携）

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

項目 事務事業

第１節

子ども・子

育て

保健・医療・

介護・福祉

安全・安心な妊娠・出産と健やか

な子どもの発育・発達の支援

10 



節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

項目 事務事業

（ 2 ）健康づくりに関する普及・啓発の推進 268 健康づくり推進対策強化事業（栄養パンフレットによる啓発）

269 食生活改善推進員会助成事業

270 食生活改善推進員の育成

271 定期予防接種の実施

272 おたふくかぜ任意予防接種事業

273 風しん対策助成事業

274 歯周病検診事業

275 健康づくり推進対策強化事業（きらり喜多方食育応援店を通した啓発事業）

276 こころの健康に関する事業

（ 3 ）地域医療体制の充実 277 喜多方市地域・家庭医療センターの管理運営

278 献血推進事業

279 在宅当番医病院群輪番制

280 喜多方准看護高等専修学校補助金

281 看護職就学・就労支援事業

282 医師・看護師確保事業

283 常勤医師応援事業補助金

284 オンライン診療支援事業

（ 4 ） 285 国民健康保険制度の適正な運営

286 後期高齢者医療制度の適正な運営

287 後期高齢者医療制度の適正な運営

288 国民健康保険制度に関する広報啓発及び保健衛生普及事業の実施

289 医療費適正化特別対策の推進

（ 5 ） 290 包括的支援事業

291 生活支援体制整備事業

292 喜多方市ユースプレイス自立支援事業

293 医療・介護連携による課題解決に向けた推進体制の検討・構築

294 もの忘れ検診事業

295 認知症サポーター養成事業

296 認知症初期集中支援推進事業

297 買い物しながら・わくわくリハビリ事業

298 避難行動要支援者（兼）個別避難計画登録推進事業

299 高齢者日常生活用具給付事業

300 高齢者にやさしい住まいエアコン設置事業

301 高齢者おでかけ助成事業

302 ひとり暮らし高齢者安全協力員事業

303 安心見守りネットワークづくり事業（さすけねっと）

304 各種在宅サービス

305 福祉施設の整備

306 高齢者生産活動センターの運営管理

307 敬老会等開催支援事業

308 老人クラブ活動事業補助金

309 地域住民グループ支援事業（いきいきサロン）

310 高齢者虐待防止

311 成年後見制度利用支援事業

312 介護職員養成事業（介護パワーアップ事業）

313 介護相談員派遣事業

314 介護施設整備に要する建設費の一部助成

315 介護認定調査等勉強会の開催

186 太極拳振興事業 再掲

（ 6 ）保健・福祉施設の整備 316 山都保健センター修繕事業

314 介護施設整備に要する建設費の一部助成 再掲

（ 7 ）障がい者への支援 317 障害者総合支援法に基づく各種サービスの実施

318 児童発達支援事業

319 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業

320 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

321 特別障害者手当等の支給

国民健康保険制度及び後期高齢者

医療制度の適性な運営

喜多方市地域包括ケアシステムの

深化・推進

11 



節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

項目 事務事業

322 重度心身障害者に対する医療費助成

323 特定疾患患者見舞金の支給

324 地域生活支援事業

325 障がい者相談支援事業

326 障がい関係団体等の活動支援

327 喜多方市成年後見制度利用支援事業

328 障がい者シンポジウム開催事業

329 地域生活支援コーディネーター事業

330 地域生活支援拠点等緊急時受入れ及び体験の機会・場の提供

331 手話通訳者養成委託事業

（ 8 ）生活困窮世帯への支援 332 生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）

333 生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金の支給）

334 生活困窮者自立支援事業（家計改善支援事業）

335 生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事業）

336 生活保護制度の適正実施

（ 9 ）ひとり親家庭に対する支援 337 児童扶養手当支給事業

338 ひとり親家庭医療費助成事業

339 自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金等事業

340 子どもの生活・学習支援事業

341 女性相談支援員設置事業

（ 10 ）福祉関係団体等への支援 342 各種福祉団体等に対する支援

343 民生児童委員への支援

（ 1 ）消防体制の充実 344 消防団運営事業

345 消防ポンプ車等整備事業

346 消防施設整備事業

347 消防施設管理事業

（ 2 ）防災体制の強化 348 水防対策事業

349 防災対策事業

350 防災力・減災力強化事業（自主防災組織支援事業）

351 避難行動要支援者名簿の作成

352 救助体制の確立

353 災害協定の締結

354 緊急情報伝達体制の確立

355 国民保護計画に関する事業

356 国土強靭化地域計画に関する事業

357 中小企業者等防災対策事業

358 水害対策事業（ワンコイン浸水センサ設置）

（ 3 ）避難体制の確立 359 防災訓練事業

360 防災計画の修正及び各種防災マニュアル等の整備

361 防災力・減災力強化事業（災害時備蓄品購入事業）

362 災害発生時の感染症対策

363 山都地区自主防災組織等連携支援事業

（ 4 ）救急救助体制の充実強化 364 広域市町村圏（常備消防費）負担金

（ 1 ）交通安全の推進 365 交通安全対策事業

366 運転免許証自主返納者支援事業

367 交通安全団体との連携

368 交通安全団体への支援

369 市民交通災害共済事業

370 交通遺児支援事業

371 チャイルドシート貸出し事業

（ 2 ）防犯体制の充実 372 防犯等対策事業

373 安全で安心なまちづくり推進事業

374 高郷町安全安心確保対策事業

375 防犯団体等との連携

376 喜多方市防犯協会補助金

377 犯罪被害者等の支援

消防・防災

第４節

生活・安全

第３節

12 



節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

項目 事務事業

（ 3 ）市民相談の充実 378 市民相談事業

379 消費生活センター運営事業

（ 4 ）野生動物による人的被害防止 36 有害鳥獣被害防止対策事業 再掲

37 野生獣被害対策事業補助金の交付 再掲

38 捕獲従事者育成事業補助金の交付 再掲

39 鳥獣害対策マップ事業 再掲

40 有害鳥獣捕獲事業 再掲

41 箱わな購入支援事業補助金 再掲

（ 5 ）放射線関連の情報の提供 380 空間放射線量測定業務

381 食品等放射性物質分析検査事業

（ 1 ）くらしや産業を支える道路環境の整備 382 坂井四ツ谷線街路事業

383 豊川・慶徳線道路整備事業

384 道路改良等事業

385 国、県道の整備

386 街路灯の整備

387 街路灯整備の支援

388 生活道路整備事業

389 みんなの道づくり事業

390 安全安心な道路施設維持管理事業

391 交通安全施設整備事業

392 橋梁長寿命化整備事業

393 橋梁点検

394 道路ストックリニューアル事業

395 画像投稿システム事業

396 雪寒施設整備事業

397 市道除雪

398 除雪機械整備事業

399 市道押切東線歩道再整備事業

400 緊急輸送道路の橋梁耐震補強事業

（ 2 ）快適で住みよい生活環境の形成 401 都市再生整備計画事業（塩川駅周辺地区）

402 市営墓地の管理及び上ノ山墓地公園の整備

403 公園施設長寿命化事業

404 都市公園の整備・維持管理

405 都市下水路の維持管理

406 生活排水路整備事業

407 阿賀川旧河道魅力創造事業

408 ユニバーサルデザインの推進（公共施設）

409 ユニバーサルデザインの推進（道路、公園）

（ 3 ）安定した水道水の供給と汚水処理の普及拡大 410 老朽管更新及び施設更新

411 小学生水道利用ポスターコンクール

412 水道未普及地区飲用水確保対策事業

413 公共下水道等への加入促進

414 公共下水道の整備推進

415 浄化槽設置整備事業

416 公共下水道処理施設のストックマネジメント計画

417 農業集落排水施設の機能強化事業

（ 4 ）公共交通の充実 418 鉄道交通等への要望活動

419 会津鉄道、野岩鉄道、JR只見線への支援、利用促進

420 地域公共交通会議負担金

421 生活交通対策事業

422 高校生等通学費補助金

（ 5 ）良好で安全・安心な住環境の整備 423 既存住宅維持管理修繕事業

424 公営住宅の管理

425 耐震化への支援

426 空き家対策事業

第５節

社会基盤

13 



節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

項目 事務事業

（ 6 ）有効的な土地利用等の推進 427 地籍調査事業

（ 7 ）地域情報化の推進 428 DX推進

429 地域情報通信基盤運用事業

大綱４➡
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節 ▶ ▶

No. 再掲

（ 1 ）協働の意識の醸成 430 集会施設整備事業

431 協働のまちづくり推進事業

（ 2 ）地域コミュニティの支援 432 ふるさと創生事業補助金

433 うつくしまの道・サポート制度

434 コミュニティ助成事業

435 地縁団体設立等認可事務

436 集落対策事業

437 地域おこし協力隊推進事業

431 協働のまちづくり推進事業 再掲

（ 3 ）市民活動の推進 438 市民活動推進事業

439 ガバメントクラウドファンディング活用支援事業

440 喜多方市公園等管理サポート協定

（ 4 ）非核平和のまち宣言の普及啓発 441 平和図書の紹介

442 「非核平和のまち」作文・習字コンクールの開催

443 原爆投下日の広報周知

444 非核平和の普及啓発事業の支援

（ 1 ）移住の促進 445 移住・定住促進事業

446 喜多方地方定住自立圏移住定住促進事業

447 サテライトオフィス運営事業

437 地域おこし協力隊推進事業 再掲

（ 2 ）定住の促進 230 子育て世帯向け定住促進住宅整備事業 再掲

445 移住・定住促進事業 再掲

（ 1 ）地域間等の連携と交流の推進 448
喜多方地方広域市町村圏組合事業負担金（斎場、ごみ焼却施

設、し尿処理施設、ごみ破砕施設及び最終処分場）

449 磐越自動車道沿線都市交流会議

450 喜多方地方広域市町村圏組合による事務の共同処理

451 「会津総合開発協議会」等を通しての広域的な施策の推進

452 喜多方地方定住自立圏

453 友好都市交流促進事業

454 喜多方応援大使事業

455 連携協定等の締結

61 地域ものづくり産業発展支援事業 再掲

63 産学官金連携推進事業 再掲

（ 2 ）国際交流及び多文化共生の推進 456 姉妹都市ウィルソンビル市への派遣、受入事業に対する支援

457 国際交流協会の運営に対する支援

458 友好都市（宿遷市）交流事業

459 外国人受入環境整備（相談窓口設置）事業

（ 1 ）良好な景観の保全と形成 460 まちなみ景観形成支援事業

（ 2 ）清流対策の推進 461 清流保全事業

（ 3 ）環境の保全 462 環境マネジメントシステムの推進

463 公害対策事業

464 喜多方市環境基本計画推進事業

465 一斉清掃及び奉仕活動の支援

466 不法投棄等防止

467 集積場所の変更管理

468 野焼等禁止の啓発

469 地下水対策の検討

461 清流保全事業 再掲

（ 1 ）廃棄物減量化の促進 470 廃棄物・資源物の収集業務

471 クリーンきたかた推進員との協働

472 資源物の集団回収に対する助成

473 ごみの削減に向けた取組

474 循環システムの確立と推進

475 生ごみ処理機等購入補助金の交付

476 廃棄公文書等溶解処理再資源化事業

移住・定住

循環型社

会・自然環

境

第３節

第４節

生活環境・

景観

第５節

連携・交流

大綱４　自然との共生と元気なふるさとづくり

項目 事務事業

第１節

第２節

協働・地域

コミュニ

ティ・市民

活動

15 



節 ▶ ▶

No. 再掲

大綱４　自然との共生と元気なふるさとづくり

項目 事務事業

（ 2 ）環境負荷の低減 477 環境にやさしい商品の使用推進

（ 3 ）省エネルギー・再生可能エネルギーの推進 478 「再エネ先駆けの地」理解促進事業

479 小水力発電施設の維持・管理

480 地球温暖化対策総合ビジョンの策定と推進

481 公共施設の再エネ電力切替事業

482 カーボンニュートラル実現重点対策加速化事業補助金の交付

483 新技術情報収集事業

484 市有街路灯LED化事業

計画の実現に向けて➡
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節 ▶ ▶

No. 再掲

（ 1 ）行政評価の推進 485 施策評価の実施

486 事務事業評価の実施

（ 2 ）効率的な行政組織体制 487 定員適正化の推進

488 職員研修・人事交流

489 行政改革の推進

490 総合教育会議の開催

（ 3 ）市民の意見・意向を把握 491 審議会等の委員の公募

492 行政懇談会

493 パブリックコメント制度による意見の反映

494 わくわく市政ふれあいトークの開催

495 ふれあい出前座談会の開催

496 市民の声（投書箱）などの設置

497 総合計画審議会の開催

498 市民満足度アンケート調査の実施

（ 4 ）市政情報の発信 499 各種統計調査の実施

500 広報紙の発行

501 ホームページなどによる情報発信

502
「デジタル・リアルで触れる」喜（び）多（い）方シ

ティプロモーション事業

503 喜多方地方定住自立圏プロモーション事業

（ 5 ）ＩＣＴを活用した行政事務の効率化 504 基幹業務及び内部事務のモダン化

505 スマート行政推進事業

506 議会タブレット活用事業

507 音声認識システム活用事業

（ 6 ）計画的で健全な財政運営 508 中期財政計画の策定等

509 統一的な基準による地方公会計制度に基づく財務書類の作成と公表

510 監査、検査及び審査

（ 7 ）自主財源の確保 511 地理情報システム（GIS）データ修正業務

512 国民健康保険税徴収技術向上事業

513 管理職等特別訪問調査事業

514 コンビニ・スマホ収納事業

515 ふるさと納税

（ 8 ）市有財産の有効活用 516 遊休土地建物の売却、貸付

517 市有地（子育て世帯向け住宅用地）売却準備事業

518 公用車（共用車）運行管理等システム構築事業

519 旧熱塩小学校譲渡等検討準備事業

（ 9 ）公共施設の適正配置と整備 520 公共施設等総合管理推進事業

（ 10 ）民間活力の活用 521 コンビニ交付サービス事業

522 クラウドサービス利用などによる民間データセンタの活用

523 地域活性化企業人制度の活用

524 旧福島県立喜多方東高等学校跡地利活用事業

全５２４事務事業

計画の実現に向けて

項目 事務事業
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

１　農林業 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

1 担い手アクションサポート事業 農業振興課

2 新規就農者経営確立支援事業 農業振興課

3
新規就農者育成総合対策事業(経営
開始資金)

農業振興課

4 地域計画担い手確保支援事業 農業振興課

5 農業者年金加入推進事業
農業委員会

事務局

新
規

6 畑作物産地づくり推進事業 農業振興課

新
規

7 地域農業構造転換支援事業 農業振興課

8 担い手への農地の集積・集約化業務
農業委員会

事務局

9 地域計画推進事業 農業振興課

10 遊休農地の発生防止・解消業務
農業委員会

事務局

11 園芸産地競争力強化事業 農業振興課

新
規

12 産地生産力強化総合対策事業 農業振興課

13 経営所得安定対策等推進事業 農業振興課

14 オールふくしまの酒づくり支援事業 農業振興課

15 畜産生産基盤強化支援事業 農業振興課

園芸作物の産地規模の拡大、省力・低コスト化、高品質化を図るため、機械・施設の導
入など、生産の拡大に直結する取組みを支援する。

経営所得安定対策及び需要に応じた米生産等の推進により水田農業の経営安定化を
図るため、地域農業再生協議会が行う推進活動等を支援する。

多様な米作りを推進するため、県オリジナル酒米（夢の香・福乃香）を生産する組織の高
品質な酒米生産に必要な設備・機械等の導入を支援する。

地域と調和した持続可能な畜産経営への発展や新規参入をより一層促進するため、規
模拡大や新規参入に必要な畜舎等の整備を支援するとともに、地域内一貫生産や放牧
の取組を推進する。

農業者の老後生活の安定及び農業の担い手の確保を図るため、農業者年金被保険者
の加入を推進する。

輸入依存度の高い畑作物（麦・大豆・そば）による新たな産地形成を図るため、必要な機
械導入及び収量・品質確保に向けた営農技術導入を支援する。

地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善を図るため、必要な農業用機械・
施設の導入を支援する。

担い手への農地の利用集積・集約化を図るため、地域計画に基づいた農地バンク制度
の利用促進を図るとともに利用調整を図る。

担い手への農地集積・集約化を図るため、集落での継続的な話し合いを促し、地域計画
の見直しを進めながら、地域計画の実現へ向けた取組を推進する。

農地の利用増進に向けた調整を行うとともに、農地中間管理事業の活用を図るため、農
地利用状況調査及び利用意向調査を実施し、中間管理事業の活用を促進する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

足腰の強い農業構造の確立を図るため、多様な担い手の育成・確保や経営力向上に向
けた支援とともに、担い手ネットワーク組織の活動を支援する。

青年層の新規就農の促進と就農後の定着を図るため、就農準備段階から経営開始直後
の一定期間を支援する。

青年層の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、一定の要件を満たす認定新規就
農者に対し、経営確立までの一定期間（最長３年）を支援する。

地域計画の実現を加速化するため、地域計画に位置付けられる担い手の経営規模拡大
等に必要な機械・施設の導入を支援する。

農業者の所得向上と競争力のある園芸産地の形成を図るため、アスパラガス等の収益
性の高い園芸作物の施設化や、施設アスパラガスの新植に必要な苗購入を支援する。
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

No. 担当課

16
農畜産物ブランド化・販路拡大推進
事業

農業振興課

新
規

17
目指せ日本一！喜多方産米食味向
上推進事業

農業振興課

18 環境保全型農業直接支払交付金 農業振興課

19 環境にやさしい農業推進事業 農業振興課

20 多面的機能支払交付金 農山村振興課

21 中山間地域等直接支払交付金 農山村振興課

22 県営土地改良事業負担金 農山村振興課

23
水利施設整備事業（基幹水利施設保
全型）負担金

農山村振興課

24 国営雄国山麓農業水利事業積立金 農山村振興課

25 農業農村施設管理事業 農山村振興課

26 農業農村施設整備事業 農山村振興課

27 森林経営管理事業 農山村振興課

28 林業施設整備事業 農山村振興課

29
山のみち地域づくり交付金事業（北塩
原・磐梯線）

農山村振興課

30 国有林貸付地境界調査事業 農山村振興課

31 森林環境交付金事業 農山村振興課

32 森林資源活用事業 農山村振興課

農業生産条件の不利な中山間地域等において、農用地を維持・管理していくことを図る
ため、農業生産活動等を支援する。

安定した農業経営の確立を図るため、農業水利施設の再整備等を行う。

会津北部地区において、県営で造成された農業水利施設の長寿命化対策を行うため、
負担金を支出する。

雄国山麓地区において、国営で造成された農業水利施設の長寿命化対策を行うため、
当該事業の負担金に要する資金を積み立てる。

農業生産基盤の整備等を図るため、農道、水路、ため池、揚排水機場等の農業用施設
の維持管理を行う。

農業生産基盤の整備等を図るため、農道、水路、ため池、揚排水機場等の農業用施設
の整備を行う。

３年連続で県内開催される「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」において、金賞を受
賞することによる本市産米のブランド化と知名度向上を図るため、高温対策や食味向上
に期待されるケイ酸資材を施用する実証ほ場の設置の取組等を支援する。

農業の持続的発展と農業の多面的機能の発揮を図るため、化学肥料、化学合成農薬を
５割以上低減する取組みと合わせて行うカバークロップ等の地球温暖化防止や生物多
様性保全等に効果の高い営農活動を支援する。

本市産農畜産物への風評払拭と消費拡大を図るため、首都圏等でのトップセールス、販
売イベントの開催・参加、本市産農畜産物を取り扱う事業者との連携による情報発信等
を実施する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

環境にやさしい農業の推進を図るため、環境保全に配慮した農業の推進活動を支援す
るとともに、全国のオーガニックビレッジとの連携やはじめて特別栽培に取組む農業者を
支援する。

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農地・水路・農道、農村環境等
を保全する共同活動を支援する。

林業経営の効率化と森林管理の適正化を一体的に促進するため、適切な経営管理が行
われていない森林について、意欲と能力のある林業経営者に再委託する。

林業生産基盤の整備を図るため、林業生産基盤である林道の維持管理及び修繕を行
う。

森林整備の促進や森林資源の有効活用及び山村地域の振興を図るため、林道北塩原・
磐梯線の整備を進める。

国有林内の土地を借り受けて整備した林道等について、境界測量調査を行い境界を明
確にする。

森林の保全及び活用を図るため、森林環境税を活用した森林環境学習等の事業に取り
組む。

森林資源を活用した新たな産業の創出など地域経済の発展と雇用の拡大を図るため、
林業と関連産業の循環型地域経済を構築するとともに、木質バイオマスエネルギーの活
用を進める。
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

No. 担当課

33 林業振興施設管理経費 農山村振興課

34 特用樹林造成事業 農山村振興課

35 治山事業・地すべり対策事業 農山村振興課

36 有害鳥獣被害防止対策事業 市民生活課

37 野生獣被害対策事業補助金の交付 市民生活課

38 捕獲従事者育成事業補助金の交付 市民生活課

39 鳥獣害対策マップ事業 市民生活課

40 有害鳥獣捕獲事業 市民生活課

新
規

41 箱わな購入支援事業補助金 市民生活課

２　商業 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

42 経営力向上支援事業 商工観光課

43 まちなか活性化事業 商工観光課

44 産業フェア事業 商工観光課

45 商店街連合会地域活動事業 商工観光課

46 商工業地域振興等事業 商工観光課

47 空き店舗利活用支援事業 商工観光課

漆木の良好な生育のため、漆団地内の下刈り、漆木の萌芽更新を実施し、良質な生漆
を採取する。

森林における災害を防止するため、国・県に対し、治山事業や地すべり対策事業等の事
業採択や予算確保の要望を行う。

有害鳥獣による人的被害防止、及び農林産物等の被害軽減を図るため、有害鳥獣の生
息管理や電気柵の設置、狩猟者の育成等を実施する。

鳥獣による農作物及び生活環境に対する被害を防止し、有害鳥獣が出没しにくい集落環
境を整備するため、電気柵の購入や未利用果樹等の伐採に要した経費の一部を補助す
る。

有害鳥獣による人的被害防止、及び農林産物等の被害を防ぐため、喜多方市鳥獣被害
対策実施隊隊員を対象に銃免許及び所持許可の取得に要した経費の一部を補助する。

有害鳥獣の出没について、地域住民との情報の共有や被害防止対策の効率化を図るた
め、ICT技術を用いてウェブサイト上に可視化する。

保健休養機能による市民の健康増進のため、各林業振興施設の維持・管理を行い、森
林の多様な活用に務める。

空き店舗等の利活用により商工業の活性化を図るため、創業希望者による市内空き店
舗等を活用した開業を支援する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

有害鳥獣による人的被害防止、及び農林産物等の被害軽減を図るため、オリ罠、くくり罠
等により有害鳥獣の捕獲を行う。

イノシシ等の捕獲を促進し、農作物被害及び人的被害防止を図るため、喜多方市鳥獣被
害対策実施隊隊員を対象に箱わな購入に要した経費の一部を補助する。

事業目的 及び 事業概要
令和８年度

商店街の活性化を図るため、会津喜多方商店街連合会が行う地域活動事業を支援す
る。

地域経済、産業等の振興を図るため、商工団体が行う商工業地域振興事業、中小企業
相談所事業、経営改善普及事業を支援する。

事務事業名

小規模事業者が自ら改善策を企画、実践することを通して顧客の獲得や売上の向上に
つなげるため、業務を改善・発展させる取組を支援する。

地域の活性化を図るため、公益性の高いイベントを開催する地域商工団体等を支援す
る。

中心市街地の商業活性化を図るため、会津喜多方商工会議所が行う「産業フェア」を支
援する。
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

No. 担当課

新
規

48 ラーメンチャレンジショップ開設事業 商工観光課

49 人材育成支援事業 商工観光課

50 中小企業融資利子補給事業 商工観光課

51 制度資金信用保証料補助事業 商工観光課

52 貸付金事業 商工観光課

53 後継者育成確保事業 商工観光課

54 事業承継支援事業 商工観光課

55 創業支援事業 商工観光課

新
規

56 全国醤油サミット事業 商工観光課

３　工業 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

57 企業連携推進事業 商工観光課

58
経営基盤強化支援事業（ものづくり企
業振興補助金）

商工観光課

59 企業立地促進事業 商工観光課

60 ものづくり技能継承事業 商工観光課

61 地域ものづくり産業発展支援事業 商工観光課

62 発明展 商工観光課

市内取引拡大による域内循環の活性化を図るため、喜多方市ものづくり企業データベー
スを活用し、市内ものづくり企業間の業務把握と情報交換を促進する。

喜多方ラーメン店を開業したいという方を応援しつつ、ラーメン店の店主間のコミュニケー
ションを図ることができる空間づくりのため、新規創業支援拠点として「喜多方ラーメン
チャレンジショップ」を開設する。

中小企業のマーケティング能力向上の取組を支援するため、製造業以外の市内中小企
業者が実施する研修会等を支援する。

中小企業の振興発展を図るため、事業資金及び経営改善資金の融資を受けた市内中
小企業者に利子の償還を支援する。

中小企業の振興発展を図るため、中小企業振興資金の融資を受けた市内中小企業者に
信用保証料を支援する。

後継者の確保及び人材の育成を図るため、あきないへの関心を高める体験イベントを実
施する団体を支援する。

市内の経営資源を散逸させることなく次世代へ引継ぐため、事業承継に係るマッチング
事業を行う。

本市の伝統産業である醤油文化を次世代に継承するとともに、地元産醤油の消費拡大
及び産業振興を図るため、全国醤油サミットを本市へ誘致し開催する。

市内経済の振興と活性化を図るため、市内ものづくり企業等が行う、受注拡大や人材育
成等の取組を支援する。

雇用を創出し、人材の確保を図るため、市内に立地・増設した企業に対して工場等設置
助成金、雇用促進助成金を交付する。

ものづくり企業の基盤を成す溶接技術の向上や技術の継承者などの人材育成を図るた
め、福島県溶接協会主催の溶接技術競技会に参画する。

将来のものづくり産業を担う人材育成や地域産業の発展を図るため、オープンファクト
リー（地域一体型工場見学）を実施する。

科学技術の振興と産業の発展に資するとともに、次代を担う児童・生徒の創造性の育成
を図るため、発明展を実施する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

市内中小企業者の設備資金、事業資金の融資を斡旋し中小企業の振興発展を図るた
め、市内金融機関に中小企業振興資金に係る運用金を預託する。

創業希望者への創業支援や開業後のフォローアップを充実させ、新たな活力の創出を
図るため、創業者の発掘、創業希望者のサポートを市が直接実施する。
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

No. 担当課

63 産学官金連携推進事業 商工観光課

64 工業団地管理事業 商工観光課

65 企業誘致活動事業 商工観光課

66
経営基盤強化支援事業（会津産業
ネットワークフォーラム負担金）

商工観光課

４　雇用・労働 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

67 就職支援事業（合同企業説明会） 商工観光課

68
就職支援事業（就職フェアinあいづ実
行委員会負担金）

商工観光課

69
求職者向け企業情報検索サイト保
守・管理業務

商工観光課

70 雇用相談事業 商工観光課

71
高齢者団体就労支援事業（市シル
バー人材センター運営補助金）

商工観光課

72

高齢者団体就労支援事業（全国シル
バー人材センター事業協会賛助金、
県シルバー人材センター連合会賛助
金）

商工観光課

73 ワーク・ライフ・バランス推進事業 商工観光課

74
勤労者福祉対策事業（喜多方市勤労
者互助会）

商工観光課

75
勤労者福祉対策事業（喜多方市勤労
者互助会補助金）

商工観光課

76
労働者福祉対策事業（喜多方市技能
功労者表彰）

商工観光課

77 奨学金償還支援事業補助金 商工観光課

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

分譲中の喜多方綾金工業団地を適正に管理するため、除草等を実施する。

産業の振興と安定した雇用の創出を図るため、企業誘致活動の強化により喜多方綾金
工業団地の早期分譲を目指すとともに企業立地を促進する。

会津地域の企業間連携による持続的な成長、発展を図るため、企業間交流連携、販路
拡大、新分野への参入、企業力の向上に資する事業を支援する。

事業目的 及び 事業概要
令和８年度

事務事業名

市内高校生が地元企業について理解を深めることで、地元企業への就職及び市内定
着、地元企業の人材確保を図るため、合同企業説明会を開催する。

地域求職者やUIJターン就職希望者を対象とした合同就職面接会を開催し、雇用の拡大
を図るため、「就職フェアinあいづ実行委員会」に参加する。

新産業・新分野への進出を支援するため、大学等と連携し、企業等の抱える経営や技術
の課題解決を支援する。

求職活動と企業の人材確保を支援するため、情報検索サイトへの掲載企業を募り、企業
の魅力や業務内容を動画で紹介する。

市内の若者の流出抑制及び市外からの移住促進を図るため、市内の事業所等に就業
し、市内に居住する若者の奨学金の返還を支援する。

就労機会の創出を図るため、雇用相談、生活相談等をワンストップ化し、関係機関との調
整、職業訓練支援等を行う。

高齢者の雇用機会の拡大と生きがいを高める取組を創出するため、喜多方市シルバー
人材センターが取り組む事業を支援する。

育児休暇や有給休暇を十分取得できるような職場環境と、ワーク・ライフ・バランスの実
現を図るため、市内企業への啓発活動を実施する。

労働者福祉の向上を図るため、市内の事業主及び従業員の福利厚生の増進及び事業
所を支援する。

労働者福祉の向上を図るため、喜多方市勤労者互助会の活動経費を支援する。

技能者の地位及び技能水準の向上と業界の発展を図るため、優れた技能者を表彰す
る。

高齢者の雇用機会の拡大と生きがいを高める取組の創出に関する情報の共有を行うた
め、全国シルバー人材センター事業協会、福島県シルバー人材センター連合会に参加
する。
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

５　観光 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

78 地酒のまち喜多方推進事業 商工観光課

79 旧甲斐家蔵住宅整備事業 商工観光課

80
日本遺産認定「会津の三十三観音め
ぐり」継承事業

商工観光課

81 三ノ倉高原花畑事業
熱塩加納総合
支所産業建設

課

82 花資源を生かした観光誘客
商工観光課

各総合支所産
業建設課

83
重要伝統的建造物群保存地区保存
推進事業

文化課
都市整備課

84
磐越西線ＳＬ定期運行推進協議会負
担金及び磐越西線ＳＬ等運行・活性
化推進協議会負担金

商工観光課

85 蔵のまち喜多方夏まつり事業
商工観光課

各総合支所産
業建設課

86 蔵のまち喜多方冬まつり事業 商工観光課

87 地域資源を生かしたイベントの支援
商工観光課

各総合支所産
業建設課

88 「棚田といえば高郷」まちおこし事業
高郷総合支所
産業建設課

89
雄国沼施設等管理運営協議会負担
金

商工観光課

90
裏磐梯ビジターセンター自然体験活
動運営協議会負担金

商工観光課

91 「ラーメンのまち喜多方」振興事業 商工観光課

92
ふくしまデスティネーションキャンペー
ン推進事業

商工観光課

93 そばの郷喜多方振興事業 商工観光課

冬の賑わいを創出するため、各地域における冬祭りの開催を支援する。

地域の特性を活かした観光振興を図るため、各地域におけるイベントの開催を支援す
る。

地域の特性を活かした観光振興を図るため、「棚田といえば高郷」まちおこし事業の開催
を支援する。

雄国沼周辺の環境保全を図るため、雄国沼施設等管理運営協議会に負担金を支出する
ことにより、観光客が増加するニッコウキスゲ等の開花時期においてオーバーユース対
策（通行規制、代替輸送の実施）に取組む。

豊かな自然と長い歴史に育まれた花々を誘客に生かす花でもてなす観光を進めるため、
菜の花フェスタ（春）を開催する。

日中線しだれ桜並木や三ノ倉高原花畑等による観光誘客と観光客の市内周遊を促進す
るため、立体花壇やプランターの設置によるおもてなしやホームページ等での花資源の
情報掲載など、花資源を生かした観光誘客に取り組む。

重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けた小田付地区の活用を推進するため、当
該地区の保存に取り組む。

観光地としての多彩な魅力の創出を図るため、磐越西線ＳＬ定期運行推進協議会及び
磐越西線ＳＬ等運行・活性化推進協議会に負担金を支出することで、ＳＬばんえつ物語号
の運行等を通じた地域活性化に取組む

地域の特性を活かした観光振興を図るため、各地域における夏祭りの開催を支援する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

旧甲斐家蔵住宅の一般公開に向けた整備を行うため、実施設計、保存修理工事、特別
公開等を行う。

国立公園となっている裏磐梯・雄国沼周辺の適切な利用と周辺地域の活性化を図るた
め、裏磐梯ビジターセンター自然体験活動運営協議会に負担金を支出することにより、
自然情報等の発信や学習、体験機会の創出に取組む。

地域資源である「日本酒」、「蔵のまち並み」を活用し、ブランド構築と活用体制の整備を
図るため、地酒の新たな魅力づくりや誘客の仕組みづくり、ツーリズム事業の実施を支援
する。

「喜多方ラーメン」のブランド力・認知度のさらなる向上を図るため、「喜多方ラーメンの
日」を核とした情報発信と関係団体が取り組む「喜多方ラーメン」の振興に寄与する取組
を支援する。

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を契機として、本市観光コンテンツを効果的に
発信し、観光誘客を加速させるため、ふくしまDC喜多方推進委員会が取り組む事業を支
援する。

本市産そばのブランド力、認知度の向上と、そば文化の継承を図るため、SNSやパンフ
レットを活用したそば関連の効果的な情報発信、そば打ち経験者を対象としたそば打ち
体験講習会を行う。

文化財所在地域の活性化を図るため、日本遺産「会津の三十三観音めぐり」の認定ス
トーリーの活用や後世への継承保全を行う。
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

No. 担当課

94 ひめさゆり保護及びPR事業
商工観光課

（熱塩加納総合
支所）

95 舟引き祭り事業
商工観光課
（塩川総合支

所）

96 花しょうぶ祭り事業
商工観光課
（塩川総合支

所）

97 塩川新そば祭り事業
商工観光課
（塩川総合支

所）

98 山都三大そばまつり事業補助金
商工観光課
（山都総合支

所）

99 喜多方観光・物産ＰＲ事業 商工観光課

100
観光誘客、ＰＲ活動、情報発信の強
化

商工観光課

101
福島県観光復興推進委員会事業負
担金

商工観光課

102 観光案内所の管理運営 商工観光課

103 観光駐車場の管理運営 商工観光課

104 会津カード運営協議会負担金 商工観光課

105 観光施設の管理運営
商工観光課

各総合支所産
業建設課

106 観光施設維持補修工事
商工観光課

各総合支所産
業建設課

107 温泉保養施設の管理運営
商工観光課

各総合支所産
業建設課

108 温泉保養施設維持修繕工事
商工観光課

各総合支所産
業建設課

109 温泉所在都市協議会負担金 商工観光課

110 道の駅を活用した交流人口の拡大 商工観光課

塩川町における新春の伝統行事である舟引き祭りの継承と、祭りを通した地域の活性化
を図るため、舟引き祭りの実施に要する経費の一部を支援する。

塩川町の花しょうぶの魅力を発信し、花資源を活用した観光誘客を図るため、花しょうぶ
祭りの開催に要する経費の一部を支援する。

塩川そばの認知度向上と、その魅力を発信するため、塩川新そば祭りの開催に要する経
費の一部を支援する。

駅等の交通拠点と観光地を結ぶ二次交通の充実を図るため、会津カード運営協議会に
負担金を支出することにより、観光施設や飲食店等の割引優待サービスに係るカード発
行事業等を通じた地域の活性化に取り組む。

観光支援サービスの体制を整え、施設の適正な管理に努めるため、喜多方蔵の里、三ノ
倉スキー場、飯豊とそばの里センター等の管理運営を行う。

観光施設の利便性向上を図るため、喜多方蔵の里、三ノ倉スキー場、飯豊とそばの里セ
ンター等の維持修繕を行う。

文化庁「100年フード」に認定された山都そばの認知度向上及び魅力発信を図るため、そ
ばまつりを支援する。

喜多方ラーメンを核とした誘客促進と物産振興を図るため、首都圏や隣県等に向けて喜
多方観光の魅力や安全・安心で美味しい物産品のＰＲに取組む。

観光情報の効果的な情報発信を図るため、ホームページやパンフレット、広告等を活用
した観光ＰＲに取組む。

蔵とラーメンのまちとしての全国的知名度を最大限に生かすため、福島県観光復興推進
委員会に対し負担金を支出することにより、県、市町村、民間団体が一体となった誘客活
動事業に取組む。

観光客の受入体制を整備するため、喜多方駅、喜多の郷、西四ツ谷、蔵のまち観光案内
所の管理運営を行う。

観光客の受入体制を整備するため、駅前駐車場、西四ツ谷駐車場等の管理運営を行
う。

温泉保養施設の利便性向上を図るため、ふれあいパーク喜多の郷、いいでのゆ、ふれ
あいランド高郷の維持修繕を行う。

観光支援サービスの体制を整えるため、温泉所在都市協議会運営に対し負担金を支出
することにより、温泉所在都市協議会が行う活動を支援する。

観光支援サービスの体制づくりを整えるため、ふくしま道の駅まつりや「道の駅」スタンプ
ラリーに参画する。

市の花「ヒメサユリ」が自生するひめさゆり群生地において、保護育成を図る。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

観光支援サービスの体制を整え、施設の適正な管理に努めるため、ふれあいパーク喜
多の郷、いいでのゆ、ふれあいランド高郷の管理運営を行う。
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大綱１　地域の特性を生かした力強い産業づくり

No. 担当課

111 喜多方観光物産協会事業補助金 商工観光課

112
100年フード・食文化ミュージアムPR
事業

商工観光課

113
極上の会津プロジェクト協議会負担
金

商工観光課

114
会津・置賜広域観光推進協議会負担
金

商工観光課

115 グリーン・ツーリズム推進事業 商工観光課

116 教育旅行等誘致促進事業 商工観光課

117 インバウンド誘客PR事業 商工観光課

118 教育旅行タクシー助成事業補助金 商工観光課

119
喜多方市都市農山村交流施設管理
事業

商工観光課

120 地域特産品振興事業補助金 商工観光課

121 関係機関との連携による物産の振興 商工観光課

本市ならではのこだわりの逸品の開発支援や国内外での販路拡大を推進するため、会
津ブランドものづくりフェアをはじめとする関係機関に対し負担金を支出することにより、
本市特産品の認知度向上等を図る。

都市と農山村との交流と農村文化の保存伝承により農林業の振興を図るため、グリー
ン・ツーリズムの拠点としておぐに交流の郷の管理運営を行う。

地場産業の振興を図るため、本市の伝統工芸品である漆器の生産団体や竹細工の生
産団体が行う販路拡大の取組を支援する。

グリーン・ツーリズムによる交流人口の拡大を図るため、首都圏の旅行会社や学校等へ
のPR訪問などの教育旅行の誘致活動、受入農家の育成や資質向上に向けた研修会を
開催する。

福島空港と台湾を結ぶ国際定期便の就航を契機として、本市外国人誘客のターゲット国
の１つである台湾からの観光誘客を強化するため、台湾向けに本市観光PR、情報発信
を行う。

グリーン・ツーリズムを取り入れた教育旅行の誘致を促進するため、農泊・農業体験時に
教職員が巡回する際のタクシー代の一部を支援する。

（一社）喜多方観光物産協会の早期の経営確立と観光物産の振興を図るため、運営を支
援する。

文化庁「100年フード」に認定された喜多方ラーメン、山都そば、塩川鳥モツと、「食文化
ミュージアム」に認定された『飯豊とそばの里センター』の認知度向上を図るため、首都圏
等で開催される観光物産イベント等においてPRする。

国内外からの誘客を視野に入れた広域的な観光ルートづくりや誘客宣伝活動を進める
ため、極上の会津プロジェクト協議会に負担金を支出することにより、観光客の誘客拡大
や受入体制の整備促進事業に取組む。

国内外からの誘客を視野に入れた広域的な観光ルートづくりや誘客宣伝活動を進める
ため、会津・置賜広域観光推進協議会に負担金を支出することにより、会津、置賜両地
域における広域観光を推進する。

グリーン・ツーリズムによる交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、首都圏や
友好都市等において農泊・農業体験を中心とする本市グリーン・ツーリズムのPRや教育
旅行等誘致活動に取組む。

大綱２➡

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

１　学校教育 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

122
指導主事等の学校訪問による授業の
質的改善

学校教育課

123 学校教育指導委員会の開催 学校教育課

124
全国学力調査や総合学力調査による
学びの支援

学校教育課

125 イングリッシュ・サポーター配置事業 学校教育課

126 ＡＬＴ（外国語指導助手）配置事業 学校教育課

127
英語弁論大会出場に向けたＡＬＴ（外
国語指導助手）による英語発音指導

学校教育課

128 学校司書配置事業 学校教育課

129
各種研修会の実施（学力向上、生徒
指導力向上）

学校教育課

130 幼小連携研修会の開催 学校教育課

131 認定こども園指導訪問の実施 学校教育課

132 「道徳科」の授業改善 学校教育課

133 校長講話等を通した道徳教育 学校教育課

134 思春期保健講座等の実施 保健課

135 レジリエンス教育推進事業
学校教育課
社会福祉課

136 小学校農業科研究会の開催 学校教育課

137 小学校農業科支援員交流会の開催 学校教育課

英語弁論大会出場に向けた語学力の向上を図るため、外国人の英語指導助手による生
の英語の発音指導等を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

学校が抱える課題解決や「わかる・できる授業」づくりのため、「学びの共同体」の授業を
推奨するとともに授業改善の具体的な方策について指導・支援する。

協働的にかかわり合いながら知識や技能を発見したり獲得したりできる子どもを育むた
め、学校教育指導委員が、指導訪問に参加し授業参観や研究協議を基に助言を行う。

各校の学力向上対策を推進するため、児童生徒の学力調査結果を基に、児童生徒の習
熟の実態に応じた支援を行う。

自ら知識や技能を獲得し、主体的に課題解決できる子どもを育むため、英語に堪能な地
域人材を小学校に派遣し、教員とのチームにより指導を行う。

児童生徒の豊かな心の育成を図るため、道徳科の授業について指導主事等が指導訪問
を通して直接指導・支援を行う。

児童生徒の豊かな心の育成を図るため、校長による講話や各種教材を活用した道徳教
育を実施する。

思春期に関する正しい知識の普及及び啓発を図るため、性教育教材の貸出しと医師に
よる講話を実施する。

本市モデル小学校4～5年生を対象に、自己効力感や心の復元力を高めることに有効と
される「メンタルヘルス予防教育プログラム こころあっぷタイム」を実施する。

小学校農業科を通じた「豊かな心の育成」「社会性の育成」「主体性の育成」を図るため、
小学校農業科アドバイザーによる農業科研究会を開催する。

小学校農業科を通じた「豊かな心の育成」「社会性の育成」「主体性の育成」を図るため、
各小学校の農業科支援員等による情報交換会を開催する。

英語学習の意欲を高めるとともに、英語力の向上を図るため、外国人の英語指導助手を
小中学校に派遣し、指導を行う。

学校図書館の機能充実と児童生徒の読書習慣の定着を図るため、全小中学校に学校
司書を配置する。

自ら知識や技能を獲得し、主体的に課題解決できる子どもを育むため、学力向上研修会
や学校教育指導委員会及びＱ－Ｕ研修会を実施する。

小学校教育と幼児教育の相互理解や小学校とこども園・保育所等の連携強化を図るた
め、幼小連携研修会を実施する。

こども園・保育所等からの小学校への適正な就学につなぐため、特別教育支援アドバイ
ザーがこども園等を訪問し、指導助言を行う。
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大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

No. 担当課

138 農業科実習 学校教育課

139 小学校農業科作品コンクールの開催 学校教育課

140 Q-Uを活用した学級集団作りの推進 学校教育課

141 児童生徒の肥満改善の推進 学校教育課

142 フッ化物洗口事業
保健課

学校教育課
こども課

143
学校給食における喜多方市産農産物
と郷土食の提供

学校教育課

144
「わたしが考えるサンマルちゃん献
立」「大好き喜多方の日献立」の実施

学校教育課

145
学校給食への喜多方市産農産物の
活用推進

学校教育課

146 からだが喜ぶ健康給食推進事業 学校教育課

147 生涯スポーツに対する意識の醸成 学校教育課

148
職場体験、職業講話や社会科見学等
の実施

学校教育課

149 特別支援教育アドバイザー配置事業 学校教育課

150 学校生活支援員配置事業 学校教育課

151 教育支援委員会の開催 学校教育課

152
不登校児童生徒学習支援事業（喜多
方フリースクール指導員配置事業）

学校教育課

153
小中学校キャリア教育推進事業(起
業家体験事業)

学校教育課

154 働き方改革の推進 学校教育課

本市学校給食基本方針に基づく特色ある給食の全市展開を図るため、魅力を高めた給
食に要する経費を支援する。

総合的な運動能力の育成を図るため、多様な身体の動かし方を体験できる運動身体づく
りプログラムや主運動につながる補強運動を活用した授業を実施する。

児童生徒の夢や目標を持って取り組む態度を育成するため、市内の事業所等の見学
（小学校）や職場体験（中学校）を実施する。

児童生徒を適正就学につなぐとともに、特別支援教育の充実を図るため、教員や保護者
に対して特別支援教育アドバイザーが助言等を行う。

不登校の子どもが人と触れ合ったり学習したりできる教育環境づくりを進めるため、喜多
方フリースクール指導員を設置し、不登校児童生徒を支援する。

本市の特産品を使った弁当や加工品を企画・販売し、児童生徒の起業家精神の醸成を
図る。

「喜多方市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」に基づき
教育活動の一層の充実を図るため、各小中学校における働き方改革を推進する。

給食に楽しみを感じ、関心を高めるため、児童生徒自らが郷土食を用いる等の献立を考
え、実際の給食に反映させる機会を設ける。

学校給食における地産地消の推進を図るため、学校給食関係者との協力体制を強化
し、本市産農産物の利用推進に取り組む。

こどもの肥満防止、解消を図るため、保護者を含めた個別指導により、子どもの食生活
の改善と運動習慣の定着に取り組む。

むし歯予防対策を進めるため、幼児児童に対し、「フッ化物」による集団での洗口を実施
する。

学校給食における地産地消の推進と本市食文化の理解を深めるため、学校給食におけ
る本市産農産物利用割合を高める取組や郷土食の提供を行う。

個別の対応を必要とする児童生徒に適切な支援を行うため、学校生活支援員を配置す
る。

児童生徒の適正な就学につなぐとともに、特別支援教育の充実を図るため、特別な支援
を必要とする幼児・児童・生徒に係る就学等を調査審議する。

小学校農業科を通じた「豊かな心の育成」「社会性の育成」「主体性の育成」を図るため、
各小学校において、農業科支援員との連携により農業科実習を行う。

小学校農業科を通じた「豊かな心の育成」「社会性の育成」「主体性の育成」などの心の
育成を図るため、農業科の感想をまとめた児童作品（作文）コンクールを開催する。

よりよい人間関係、学級集団を形成するため、各校でQ-Uテストを実施するとともに、効
果的なQ-Uテストの実施について研修会を開催する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

No. 担当課

155 安全教育の実施 学校教育課

156 通学路安全推進会議の開催 学校教育課

157 遠距離通学援助事業 学校教育課

158 スクールバス運行事業 学校教育課

159 スクールバス更新事業 学校教育課

160
小中学校適正規模適正配置事業の
実施

学校教育課

161 音楽祭参加費補助金 教育総務課

162 中体連等参加補助金 教育総務課

163
小中学校給食費負担軽減事業の実
施

学校教育課

164 児童生徒保護者負担軽減事業 学校教育課

165 奨学資金の貸与 教育総務課

166 就学支援事業 学校教育課

167 小学校施設改修事業 教育総務課

168 中学校施設改修事業 教育総務課

169
学校運営協議会（コミュニティ・スクー
ル）事業の実施

学校教育課

170
小中学校ICT教育推進事業（児童用
タブレット）

学校教育課

171
小中学校ICT教育推進事業（生徒用
タブレット）

学校教育課

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

児童生徒の安全な通学路の確保を図るため、関係機関と通学路の合同点検を実施し、
点検の結果を踏まえた改善を行う。

遠距離通学をする児童・生徒の安全・安心を確保するため、通学する際の経費を支援す
る。

児童・生徒の安全・安心な通学手段を確保するため、指定された乗降場所で児童・生徒
の登下校のバス送迎を行う。

児童・生徒の安全・安心な通学手段を確保するため、老朽化したスクールバスを更新す
る。

子どもたちにとってより望ましい学習環境を整えるため、市立小中学校適正規模適正配
置第１次実施計画に基づき、事業の実施に向けた取組を進め、第２次実施計画の策定
に向け取り組む。

児童が意欲を持って音楽祭に参加できる環境をつくり、保護者の経済的な負担軽減を図
るため、小学校において音楽祭に参加する際の経費を補助する。

日常生活全般における児童生徒の安全確保を図るため、各小中学校において交通教
室、防犯教室等、体験を通した対応方法の教育を行う。

望ましい教育環境を整備するため、市立中学校施設において各種改修工事を実施する。

チーム学校づくりの理念を生かした教育活動を推進するため、市内小中学校において、
学校と地域住民等による運営協議会が連携して学校づくりに取り組む。

ICTの活用により全ての子どもたちの学びを保障するため、児童一人一台の端末等を整
備する。

ICTの活用により全ての子どもたちの学びを保障するため、生徒一人一台の端末等を整
備する。

生徒が意欲を持って音楽祭や体育大会等に参加できる環境をつくり、保護者の経済的な
負担軽減を図るため、中学校において大会等に参加する際の経費を補助する。

子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、小中学校学校給食費の無償化を市独自に
実施する。また、市外小中学校へ通学する保護者に対しても、市内小中学校と同等の補
助を実施する。

子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、冬期間の自転車通学が不可となる生徒の
通学を支援する。

すべての子どもに均等な教育機会を確保し、経済的負担の軽減を図るため、経済的理
由により修学が困難と認められる生徒に対し、奨学資金を貸与する。

全ての子どもに均等な教育機会を確保し、経済的負担の軽減を図るため、要保護・準要
保護に認定された児童生徒及び保護者に対し、学用品費及び学校給食費等を扶助す
る。

望ましい教育環境を整備するため、市立小学校施設において各種改修工事を実施する。
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大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

No. 担当課

172
小中学校ICT教育推進事業（指導者
用タブレット）

学校教育課

173 情報モラル教育の推進 学校教育課

174 ＩＣＴ活用研修会（教員向け) 学校教育課

175
学校給食費公会計事業（小・中学校
給食費負担軽減事業含む）

学校教育課

２　生涯学習 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

176 人づくりの指針推進事業 生涯学習課

177
社会教育関係団体の活性化のため
の支援

生涯学習課

178 人づくりの指針推進事業 中央公民館

179
社会教育施設の活用と各種講座等
の開催

中央公民館

180 各種生涯学習情報の提供 中央公民館

181
市立図書館を拠点とした読書活動の
推進事業

中央公民館

182 社会教育施設整備改修事業 生涯学習課

183 喜多方プラザ整備改修事業 中央公民館

184 喜多方プラザの運営事業 中央公民館

185 スポーツ交流都市宣言事業 生涯学習課

186 太極拳振興事業 生涯学習課

ICT活用力と情報活用能力を育成し、学力向上対策を推進するため、教員や児童生徒用
タブレット端末を用いた指導力向上を目的としたＩＣＴ活用研修会を実施する。

スポーツ交流都市宣言に基づき、市民が気軽にスポーツに参加できる機会を提供するた
め、各種スポーツ教室や講習会、スポーツイベントを開催する。

新学習指導要領に基づく電子教科書及び児童生徒一人一台タブレット端末を活用しての
授業対応等のため、市内小中学校へ指導者用のタブレット端末を配置する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

「喜多方市人づくりの指針」を市民に浸透させるため、普及啓発活動を実施する。

社会教育関係団体の活発な活動を支援するため、団体活動のPRや会員募集の支援を
行う。

ICT活用力と情報活用能力を育成し、学力向上対策を推進するため、情報社会における
考え方や態度を育成するとともに、教職員向けの情報モラル研修会を実施する。

教職員の負担軽減や保護者の利便性を図るため、学校給食費の業務を市が一元管理
し、給食費の徴収や食材費の支払等を行う。また、給食費負担軽減事業についても公会
計の中で行う。

市民が安心して利用できるよう、喜多方プラザにおいて各種改修工事を実施する。

喜多方地方の様々な文化活動の拠点として、文化を支える事業を展開している喜多方プ
ラザ文化センターの運営を喜多方地方広域市町村圏組合と共同で行う。

市民の健康維持増進及び競技力向上を図るため、太極拳を振興する。

「喜多方市人づくりの指針」を市民に浸透させるため、講座等を実施する。

ライフステージに合わせた有益な情報を市民に提供するため、社会教育施設を活用して
各種講座を実施する。

市民の自主的・自発的な生涯学習活動を支援するため、生涯学習ガイドや公民館報等
の発行、市内外への情報発信を行う。

市立図書館（指定管理者）において、読書活動を促進するため、図書館の蔵書充実及び
公民館図書室との連携強化を図る。

社会教育施設を市民が安心して利用できるよう、公共施設等総合管理計画個別施設計
画等を踏まえ、計画的な施設整備を行う。
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大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

No. 担当課

187 スポーツ活動活性化サポート事業 生涯学習課

188
公益財団法人喜多方市体育協会支
援事業

生涯学習課

189 スポーツ指導者等の講習会の開催 生涯学習課

190 スポーツボランティア登録事業 生涯学習課

191
eスポーツによる元気なまちづくり推
進事業

生涯学習課

192 社会体育施設整備改修事業 生涯学習課

193
社会体育施設管理運営事業(指定管
理）

生涯学習課

194 市立小中学校体育施設の開放 生涯学習課

195 ボートインストラクター派遣事業 生涯学習課

新
規

196 第46回全日本中学選手権競漕大会 生涯学習課

新
規

197
第35回全国市町村交流レガッタ喜多
方大会

生涯学習課

198 地域学校協働活動事業 生涯学習課

199 青少年健全育成団体指導者の育成 生涯学習課

200 青少年ボランティア活動普及等事業 生涯学習課

201 喜多方将棋普及事業 生涯学習課
将棋人口の拡大と文化・教育の更なる振興を図るため、児童を対象とした「将棋教室」を
開催する。

誰もが活躍できる機会を提供するため、スポーツイベント等の開催や、スポーツボラン
ティアの登録を行う。

地域住民への交流の場の提供や地域コミュニティの活性化などを図るため、eスポーツ
体験交流会や市民eスポーツ交流大会を開催する。

社会体育施設を市民が安心して利用できるよう、公共施設等総合管理計画個別施設計
画等を踏まえ、計画的な施設整備を行う。

社会体育施設を市民が安心して利用できるよう、各スポーツ施設の効率的な管理運営を
実施する。

地域に根差した生涯スポーツを推進するため、小・中学校の体育施設を利用開放する。

安心、安全にボートに親しめる機会の拡充を図るため、市民やスポーツクラブ等が実施
する「ボート体験事業」にインストラクターを派遣する。

子どもの健全育成や教職員の負担軽減を図るため、地域と学校が連携・協働して活動を
行うためのコーディネーターや部活動支援員を配置する。

青少年健全育成の指導者を育成するため、子ども会育成会役員・会員等を対象に、指導
者研修会への参加を促進する。

青少年のボランティア活動の普及・養成を推進するため、ボランティアセンターの活動を
支援する。

ボート競技を通じて同競技の普及拡大、及び「ボートのまち喜多方」の情報発信等により
地域の活性化を図るため、全国市町村交流レガッタ喜多方大会を開催する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

市民のスポーツ活動の活性化と利便性の向上を図るため、パソコンやスマートフォンでス
ポーツイベントへの参加申込を行える「ZO-SANET」の運用を行う。

スポーツ関係団体の組織や連携を強化するため、公益財団法人喜多方市体育協会につ
いて、事務局体制の充実及び事業に対し補助金を交付する。

安全・安心なスポーツ活動の向上を図るため、スポーツ指導者を対象とした講習会を開
催する。

ボート競技を通じて同競技の普及拡大、及び「ボートのまち喜多方」の情報発信等により
地域の活性化を図るため、全日本中学選手権競漕大会を開催する。
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大綱２　地域を支え未来を拓く人づくり

３　歴史・文化 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

202
市美術館における展覧会・教育普及
事業

文化課

203
文化と芸術のかおり高いまちづくり推
進事業（喜多方市文化協会の活動支
援）

文化課

204
文化と芸術のかおり高いまちづくり推
進事業（文化芸術創造都市推進事
業）

文化課

205
文化財指定及び指定文化財の保護・
保存

文化課

206 天然記念物保護事業 文化課

207 無形民俗文化財継承団体への支援 文化課

208 郷土民俗資料館等整備事業 文化課

４　男女共同参画 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

209 男女共同参画推進事例紹介 企画調整課

210 男女共同参画関連講座 企画調整課

211 市審議会等への女性登用の促進 企画調整課

212 男女共同参画社会づくり功労者表彰 企画調整課

市民の男女共同参画に対する関心の向上及び意識啓発を図るため、関連講座を開催す
る。

様々な分野において男女共同参画を促進する環境を作るため、市審議会等への女性登
用に取り組む。

男女共同参画社会の形成促進と市民の関心向上を図るため、男女共同参画社会づくり
に貢献した個人、事業所及び団体を表彰する。

市民の意識啓発を行うため、男女共同参画にかかわる活動をしている個人、団体を推進
事例として広く情報発信する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

文化芸術によるまちづくりを推進するため、文化協会各支部等で開催する文化祭事業に
対して補助金を交付し、SNS等を活用した各団体の活動周知を行う。

文化芸術によるまちづくりを推進するため、文化芸術推進基本計画に基づく、文化芸術
創造都市推進事業を実施する。

文化財の保護・保存を行うとともに文化財への興味を持つ機会を設けるため、管理修繕
経費の補助、文化財保存活用地域計画に基づく未指定文化財の把握及び文化財調査
成果の公開等の取組を行う。

豊かな自然を次の世代に引き継ぐため、市の天然記念物について、今後の保護方法等
を検討する。

彼岸獅子や念仏踊等の無形民俗文化財を継承する団体を支援するため、保存団体の活
動を支援しつつ、意見交換により文化財の継承について検討する。

郷土民俗資料館の展示資料等を適切に管理するため、喜多方市郷土資料館等の整備
に関する方針等に基づき、郷土資料の保管や展示等について協議・検討する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

市民が気軽に文化芸術に触れる機会の充実を図るため、市美術館において、文化芸術
への関心と理解を高めるための取組を実施する。

大綱３➡
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大綱３　安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくり

１　子ども・子育て ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

213 特別保育事業 こども課

214 子ども・子育て会議 こども課

215 私立保育施設就業奨励金支給事業 こども課

216 放課後児童健全育成事業 こども課

217 公立こども園の管理運営 こども課

218 保育所運営委託事業 こども課

219 地域型保育給付等事業 こども課

220 保育所等整備補助金 こども課

新
規

221 保育対策総合支援事業 こども課

222 ファミリーサポート事業 こども課

223 ホームスタート事業 こども課

224 児童クラブ館等による幼児クラブ事業 こども課

225 子ども総合相談事業 社会福祉課

226
こんにちは赤ちゃん訪問事業及び養
育支援訪問事業

社会福祉課

227 子育て短期支援事業 社会福祉課

228 地域子育て支援拠点事業
こども課

社会福祉課

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、こども計画及び進捗管理について
意見を聞く。

保育士の人材確保対策を推進するため、新採用保育士等有資格者に対し就業奨励金を
交付する。

放課後留守家庭児童の健全育成と保護者の子育て支援を図るため、学校の授業終了
後に生活の場を提供する。

地域における子育てを充実させるため、公立こども園を運営する。

子育ての不安を解消し健全な子育てを推進するため、子育て中の親子が気軽に集い、
交流・相談できる場所を提供する。

安心して子育てできる環境づくりを推進するため、出産・子育てにおける総合相談窓口で
様々な相談に対応する。

子育てをしている家庭が地域で孤立しないようにするため、乳児のいる家庭を訪問し、子
育て支援に関する情報提供や指導・助言等を行う。

児童の保護と健全な養育のため、保護者による養育が一時的に困難となった児童に対
し、一定期間施設にて養育を行う。

地域における子育て力向上のための取組を推進するため、講習を受けた提供会員が保
護者に代わって子どもを預かる互助活動のサポートを行う。

子育てをしている家庭が地域で孤立しないようにするため、育児に対する不安や悩みの
ある家庭を継続的に訪問し、家事や育児を一緒に行う。

こども園等に入園する前の子どもの集団生活への適応と保護者の孤立防止を図るた
め、児童クラブ館等において、交流の場を提供する。

仕事と子育ての両立を支援するため、保育施設等で、延長保育、預かり保育、病後児保
育等を実施する。

地域における子育てを充実させるため、保育所の運営を委託し、給付費を支弁する。

地域における子育てを充実させるため、小規模保育施設等の運営に対し、給付費を支弁
する。

保育所又は小規模保育事業所の施設整備を行うため、当該施設を設置運営する事業者
に対し、補助金を交付する。

地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育士（保育支援者）の確保や保
育環境の整備等を行う事業所に対し、補助金を交付する。
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No. 担当課

229 家庭児童相談員設置事業 社会福祉課

230
子育て世帯向け定住促進住宅整備
事業

都市整備課

231
屋内子ども遊び場「めごぷらざ」運営
事業

こども課

232
子どもの体力づくり・運動習慣定着推
進事業

こども課

233 アイデミきたかた魅力発信事業 こども課

234 小学校入学祝金支給事業 こども課

235 児童手当支給事業 こども課

236 子ども医療費助成事業 こども課

237 多子世帯保育料軽減事業 こども課

238
ファミリーサポートセンター利用者助
成事業

こども課

239 施設利用給付事業 こども課

240 子ども子育て支援庁内連携会議 社会福祉課

241 ペアレント・トレーニング事業 社会福祉課

242 不妊治療支援事業 保健課

243 妊産婦健康診査 保健課

244 産後ケア事業 保健課

子どもたちの運動を通した健全な発育と親子の交流を図るため、定期的な魅力あるイベ
ントを開催するとともに、安全・安心で快適な利用環境を提供するため、遊びの提案等を
行うプレイリーダーの配置や各クールにおける清掃、消毒等を実施する。

成長に合わせた遊びを通した運動習慣の定着を図るため、めごぷらざを利用する児童に
定期的な体組成測定を実施する。

アイデミきたかたの利用促進のため、施設関係団体等との協働によるイベント「子育て応
援アイデミDAY」の開催ほか、地域と連携した様々な子育て支援を行う。

安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、関係各課が情報連携し、子育て等に関し
効果的な支援策を検討する。

安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、子育てに悩む保護者に向けて、子どもの
行動分析を通して、ほめ方や伝え方、接し方を学ぶことで、親子の関係性改善を目指す
精研式プログラムを実施する。

子どもを産み育てやすい環境のより一層の充実を図るため、不妊治療及び不妊症検査
を行う夫婦に対し、費用の一部を助成する。

異常の早期発見による妊産婦の健康保持増進のため、受診勧奨及び必要な健診回数
の確保、健診費用の助成を行う。

産後も安心して子育てができるよう、出産後の母子に対して、心身のケアや育児サポート
等を行う。

児童の健全な養育や、いじめ・不登校等の問題について支援するため、家庭児童相談員
を配置し、個別ケース検討会議の開催等を実施する。

転出抑制や定住促進を図るため、喜多方市子育て世帯向け定住促進住宅整備計画に
基づき公的賃貸住宅等を整備する。令和８年度は当該計画の再検証を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、小学校入学時にお祝い金を支給する。

保護者の経済的負担を軽減するため、児童手当を支給する。

安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、子どもの医療費について助成する。

安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、多子世帯保育料軽減事業の対象世帯に
対し、補助金を交付する。

安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、ファミリーサポートセンターの依頼会員が
支払う利用料金の一部を支援する。

安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、幼児教育・保育の無償化に係る施設等
利用給付を行う。
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No. 担当課

245
親子みんべぇ健康アプリ（電子親子
手帳・予防接種スケジュールサービ
ス）事業

保健課

246 母子健康手帳の交付 社会福祉課

247 妊婦の貧血予防の取組 社会福祉課

248 乳幼児健康診査等の実施 保健課

249 乳幼児発達観察相談事業 保健課

250 母子保健対策強化事業 保健課

251
妊娠期からはじめる歯と口腔の健康
づくり事業

保健課

252 親子の望ましい食習慣形成 保健課

253 食育推進連携事業 保健課

254 肥満防止等の対策 保健課

255 １か月児健康診査 保健課

256 妊婦のための支援給付交付金 社会福祉課

257 妊婦等包括相談支援事業 社会福祉課

新
規

258 生殖補助医療交通費支援事業助成 保健課

259 少子化対策結婚支援事業 こども課

260 結婚新生活支援事業 こども課

子どもを産み育てやすい環境のより一層の充実を図るため、生殖補助医療を受ける方
の、遠方の医療機関への移動にかかる交通費の一部を助成する。

人口減少・少子化に歯止めをかけるため、婚活イベント等による出会いの場の創出や、
「世話やき人」制度を推進する。

母子の健康管理、健康づくりを支援するため、妊娠届出をした妊婦に対し、母子健康手
帳を交付する。

障がい児の早期発見、健全な発達促進のため、経過観察を要する乳幼児に対して、保
健師や専門スタッフによる個別相談を実施する。

治療可能な弱視等の見逃しをなくし、早期治療へとつなげるため、３歳６か月健診におい
て、視覚屈折検査を実施する。

子どものむし歯予防において、妊娠期や乳幼児期といった早い段階からの対応と対策を
進めるため、妊婦歯科健康診査と2歳児歯科健康診査を実施する。

安心して楽しく子育てができる環境づくりを図るため、子育て記録や予防接種の管理を手
助けする便利なサービスにより育児を支援する。

安全・安心な妊娠を支援するため、中期の全妊婦に対し、貧血予防の保健指導を行う。

乳幼児の健康の保持増進、異常の早期発見のため、月齢に応じた健康診査を実施する
とともに、保健指導を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

親として自分の食習慣を見直し、子どもを育む上で望ましい食習慣形成の意識付けを図
るため、乳幼児健診時の栄養指導及び離乳食教室を実施する。

食育事業の推進を図るため、学校、こども園等と情報を共有し、栄養士、食生活改善推
進員との協働を進める。

乳幼児期から学童期までの子どもの健康実態を把握するため、関係機関と連携した取
組を実施する。

乳児の健康の保持増進、異常の早期発見のため、概ね生後27日を超え、生後６週に達
しない乳児に対し、１か月児健診費用の助成を行う。

児童福祉法の妊婦包括相談支援事業などの支援を効果的に組み合わせ、子ども・子育
て支援法の妊婦のための支援給付を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア
及び経済的支援を実施する。

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるために面談や継続的な
情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図る。

人口減少・少子化に歯止めをかけるため、新婚世帯に対し住宅取得や賃貸、引越費用
の補助を行う。また、結婚の希望を叶えるため県のマッチングアプリ「はぴ福なび」の登
録助成を行う。
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■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

261 保健委員による健(検)診受診勧奨 保健課

262 職域への健（検）診受診啓発 保健課

263
健康づくり推進対策強化事業（きらり
喜多方健康ポイント事業）

保健課

264
健康づくり推進対策強化事業（特定
健診受診率向上の取組）

保健課

265
健康づくり推進対策強化事業（がん
検診受診率向上の取組）

保健課

266
健康づくり推進対策強化事業（追加
検査「心電図検査」の導入）

保健課

267
健康づくり推進対策強化事業（医療
機関との連携）

保健課

268
健康づくり推進対策強化事業（栄養
パンフレットによる啓発）

保健課

269 食生活改善推進員会助成事業 保健課

270 食生活改善推進員の育成 保健課

271 定期予防接種の実施 保健課

272 おたふくかぜ任意予防接種事業 保健課

273 風しん対策助成事業 保健課

274 歯周病検診事業 保健課

275
健康づくり推進対策強化事業（きらり
喜多方食育応援店を通した啓発事
業）

保健課

276 こころの健康に関する事業 保健課

市民の健康実態を周知し、生活習慣改善や健(検)診への動機づけにつなげるため、栄
養パンフレットによる普及啓発を実施する。

地域保健活動の充実を図るため、食生活改善推進員会の活動を支援し、市民の健康づ
くりの普及啓発を行う。

地域保健活動の充実を図るため、市民の健康実態を踏まえ、地域で活躍できる食生活
改善推進員の養成及び育成を行う。

伝染性の恐れがある疾病の発生、まん延の防止及び重症化を避けるため、医療機関等
への委託により、予防接種法に基づく定期予防接種を実施する。

おたふくかぜの蔓延予防と子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、幼児の予防接
種にかかる経費を支援する。

先天性風しん症候群を予防するため、妊娠を希望する女性又はその夫のうち、抗体検査
や風しん予防接種を受け、申請した者に対し助成を行う。

心疾患リスクの早期発見、生活習慣病重症化予防のため、特定保健指導対象者等に対
し、特定健診時に併せて追加検査を行い、個別保健指導を実施する。

健康増進と重症化予防のため、重症化予防の対象者を明確化し、必要に応じて医療機
関と連携しながら保健指導を行う。

特定健診・がん検診受診率向上対策を推進するため、保健委員により、地区住民に対し
受診勧奨チラシの配布を行う。

口腔の健康維持、歯周病、歯の喪失予防及び早期発見・早期治療を推進するため、対
象者への受診勧奨、歯周病予防についての情報提供を実施する。

市民が食育、栄養・食生活に関する情報を入手し、個人で実践できる環境を作るため、
「きらり喜多方食育応援店」を活用し、情報発信、健康づくりキャンペーンを実施する。

自殺予防対策と悩みに関する相談窓口の周知徹底を図るため、専門家による相談会や
研修会の開催、啓発カードの配布を実施する。

特定健診・がん検診受診率向上対策を推進するため、職域に対するミニ講話や機関誌
への記事掲載を実施する。

市民が楽しみながら健康づくりに取り組む機運を高めるため、健康目標等を実践した場
合にポイントを付与し、累積ポイントに応じた特典を案内する。

生活習慣病の予防や、早期発見者、早期治療者の増加を図るため、特定健診の無料
化、かかりつけ医からの受診勧奨や健診相当結果提出の促進を行う。

胃がん検診の受診勧奨を強化するため、該当年齢の初年度に検診料金無料化を行い、
受診しやすくする。

２ 保健・医療・介護・福祉

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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No. 担当課

277
喜多方市地域・家庭医療センターの
管理運営

保健課

278 献血推進事業 保健課

279 在宅当番医病院群輪番制 保健課

280 喜多方准看護高等専修学校補助金 保健課

281 看護職就学・就労支援事業 保健課

282 医師・看護師確保事業 保健課

283 常勤医師応援事業補助金 保健課

284 オンライン診療支援事業 保健課

285 国民健康保険制度の適正な運営 保健課

286 後期高齢者医療制度の適正な運営 保健課

287 後期高齢者医療制度の適正な運営
保健課

高齢福祉課

288
国民健康保険制度に関する広報啓
発及び保健衛生普及事業の実施

保健課

289 医療費適正化特別対策の推進 保健課

290 包括的支援事業 高齢福祉課

291 生活支援体制整備事業 高齢福祉課

292
喜多方市ユースプレイス自立支援事
業

社会福祉課

293
医療・介護連携による課題解決に向
けた推進体制の検討・構築

高齢福祉課

ひきこもりやニートなどの困難を抱える若者を、社会的に自立させるため、「居場所」を提
供し、関連プログラムを実施する。

高齢者の課題を解決するため、医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討、医療・介護
関係者の研修を行い、多職種が連携した体制を構築する。

医療費の適正化と制度の適切な運営を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律に
基づく適正な制度の運営を行う。

後期高齢者の健康寿命延伸につなげるため、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に
実施する。

国保制度や保健事業の周知を図るため、パンフレット等を配布する。

医療費の適正化と制度の適切な運営のため、医療費適正化事業の広報への掲載、ジェ
ネリック医薬品の使用促進等を実施する。

地域の実情を把握し、高齢者の課題を多職種連携により解決できるよう、介護予防マネ
ジメントや総合相談事業、権利擁護事業等の包括的支援事業を実施する。

多世代の地域住民が担い手として参加する地域の様々な団体・民間事業者等による多
様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを
推進するため、生活支援体制整備事業を実施する。

本市の将来を担う看護人材の育成を図るため、喜多方准看護高等専修学校に対し補助
金を交付する。

看護人材の育成と地元定着化のさらなる促進を図るため、喜多方准看護高等専修学校
の生徒に対し、就学時及び卒業後一定期間の市内就労時に支援金を支給する。

市内の不足している医師及び看護師の確保を図り、充実した医療体制の構築を図るた
め、新たに市内の医療機関に雇用された医師及び看護師を対象に、家賃の一部を助成
する。

市内の地域医療体制を維持するため、常勤医師として市内の病院・診療所に勤務する
者に対し、補助金を交付する。

中山間地域の医療を確保するため、遠隔地の患者と医師をビデオ通話機能でつなぐオ
ンライン診療に取り組む医療機関と調剤薬局を支援する。

医療費の適正化と制度の適切な運営を図るため、国民健康保険法に基づく適正な事業
運営を行う。

家庭医による診療、訪問診療など地域医療を推進するため、指定管理者制度により喜多
方市地域・家庭医療センターを管理・運営する。

血液の安定した供給・確保を図るため、市民及び献血協力事業所に対し、献血への理解
を深めるための普及啓発等を実施する。

喜多方医師会や会津医療センターと連携し、在宅当番医、病院群輪番制を維持継続す
るため、負担金を支出する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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No. 担当課

294 もの忘れ検診事業 高齢福祉課

295 認知症サポーター養成事業 高齢福祉課

296 認知症初期集中支援推進事業 高齢福祉課

297 買い物しながら・わくわくリハビリ事業 高齢福祉課

298
避難行動要支援者（兼）個別避難計
画登録推進事業

高齢福祉課

299 高齢者日常生活用具給付事業 高齢福祉課

300
高齢者にやさしい住まいエアコン設置
事業

高齢福祉課

301 高齢者おでかけ助成事業 高齢福祉課

302 ひとり暮らし高齢者安全協力員事業 高齢福祉課

303
安心見守りネットワークづくり事業（さ
すけねっと）

高齢福祉課

304 各種在宅サービス 高齢福祉課

305 福祉施設の整備 高齢福祉課

306 高齢者生産活動センターの運営管理 高齢福祉課

307 敬老会等開催支援事業 高齢福祉課

308 老人クラブ活動事業補助金 高齢福祉課

309
地域住民グループ支援事業（いきい
きサロン）

高齢福祉課

310 高齢者虐待防止 高齢福祉課安全・安心な生活を確保するため、虐待を受けている高齢者の相談や支援を行う。

高齢者がくらしやすい生活支援サービスの体制整備を図るため、サービス利用者への給
付、在宅高齢者への生活支援を実施する。

高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりのために介護福祉施設等の整備充実を図る
ため、福祉施設の管理を委託し、在宅支援が必要な高齢者へサービスを提供する。

高齢者の就業機会の増大や生きがいづくりを図るため、高齢者生産活動センターにおい
て生産活動を実施する。

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ちながら生活ができる地域づくりのため、地域
住民とのふれあい・高齢者同士の交流が持てるような敬老会等の開催に必要な経費の
一部を交付する。

老人クラブの活性化により高齢者の社会参加や生きがいづくり等を促進するため、補助
金を交付する。

住み慣れた地域で健康で楽しい生活を送ることができるよう、高齢者の集いの場を設け
る。

救急や災害時に必要な情報を収集できる体制を整備するため、避難行動要支援者（兼）
個別避難計画登録を推進する。

地震における家具等の転倒による被害や、住宅火災から高齢者の安全・安心な生活を
支援するため、一人暮らし高齢者世帯等に対し警報器や家具等の転倒防止器具の設置
を支援する。

近年の酷暑による高齢者の救急搬送に対し、緊急で熱中症対策を講じるため、エアコン
のない高齢者世帯への設置費用の一部を補助する。

後期高齢者の日常生活の移動手段を支援するため、のるーと喜多方とまちなか循環線
の運賃・料金について、後期高齢者に助成する。

ひとり暮らし高齢者等の安全・安心な生活を支援するため、安全協力員による定期的な
声掛け等を行う。

高齢者等の生活を見守り、安全に安心して暮らせる地域社会を作るため、趣旨に賛同す
る協力機関の協力の下に高齢者等の見守りのネットワークをつくる。

認知症を早期発見し、医療や介護サービスにつなげ、早期治療の促進と重症化の予防
を推進するため、高齢者等にかかりつけ医でもの忘れ検診を実施する。

認知症になっても安心して暮らせるまちを作るため、認知症の人と家族への応援者であ
る認知症サポーターを養成する。

認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するため、認知症の人やその家
族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、専門職による支援を実施す
る。

在宅での生活を支援するため、要支援者・事業対象者に対し、買い物リハビリを実施す
る。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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No. 担当課

311 成年後見制度利用支援事業 高齢福祉課

312
介護職員養成事業（介護パワーアッ
プ事業）

高齢福祉課

313 介護相談員派遣事業 高齢福祉課

314
介護施設整備に要する建設費の一
部助成

高齢福祉課

315 介護認定調査等勉強会の開催 高齢福祉課

316 山都保健センター修繕事業
山都総合支所

住民課

317
障害者総合支援法に基づく各種サー
ビスの実施

社会福祉課

318 児童発達支援事業 社会福祉課

319
心身障害者扶養共済制度掛金助成
事業

社会福祉課

320
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等
助成事業

社会福祉課

321 特別障害者手当等の支給 社会福祉課

322
重度心身障害者に対する医療費助
成

社会福祉課

323 特定疾患患者見舞金の支給 社会福祉課

324 地域生活支援事業 社会福祉課

325 障がい者相談支援事業 社会福祉課

326 障がい関係団体等の活動支援 社会福祉課

327
喜多方市成年後見制度利用支援事
業

社会福祉課

高齢者の尊厳を保持するため、成年後見等の審判の請求や後見人等への報酬の支払
いについて支援する。

不足する介護職員を養成するため、介護職員の資格取得を支援する。

利用者等の疑問や不安の解消並びに介護サービスの質の向上を図るため、介護サービ
スの提供を行う事業所等を訪問し利用者等からの話しや相談に応じる。

地域高齢者福祉の増進を図るため、介護施設整備に要する建設費の一部助成を行う。

認定調査に対するスキルアップを図るため、圏域合同で認定調査員の勉強会を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

重度心身障害者の医療費負担の軽減を図るため、自己負担分を助成する。

障がい者（児）が自立できるよう、指定難病や小児慢性特定疾患の認定者、人工透析を
受けている方へ見舞金を支給する。

障がいのある方が地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、生
活用具の給付、移動支援、生活サポート、スポーツ教室の開催等を実施する。

障がいのある方及びその家族が安心して日常生活を送れるよう、障がい者総合相談窓
口及び相談支援事業所において相談支援体制を強化する。

障がい者（児）の地域社会参加のため、関係組織に対する負担金を支出するとともに、障
がい関係団体に係る活動を支援する。

障がい者の地域社会参加のため、本人や親族の状況により、成年後見等審判の申立を
行うほか、費用の一部を助成する。

健康で安心してくらせる地域社会の形成に向け、保健施設の整備充実を図るため、照明
の改修等を行う。

障がいのある方が、自立した日常生活を営むことができるようサービスの充実を図るた
め、サービス利用計画書を作成し、ホームヘルプ、ショートステイ等のサービスを提供す
る。

自立した日常生活又は集団生活を営むことができるよう、障がいのある児童・生徒に対
し、児童発達支援等のサービスを提供し、訓練を行う。

心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図るため、心身に障がいのある方の保護者に
対し、心身障害者扶養共済制度の掛金を助成する。

障がい福祉サービスの充実のため、軽・中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器購
入等に要する費用の一部を助成する。

障がい者（児）が自立できるよう、重度の障がいを有する在宅重度障がい者（児）の生活
を支援する。
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No. 担当課

328 障がい者シンポジウム開催事業 社会福祉課

329 地域生活支援コーディネーター事業 社会福祉課

330
地域生活支援拠点等緊急時受入れ
及び体験の機会・場の提供

社会福祉課

331 手話通訳者養成委託事業 社会福祉課

332
生活困窮者自立支援事業（自立相談
支援事業）

社会福祉課

333
生活困窮者自立支援事業（住居確保
給付金の支給）

社会福祉課

334
生活困窮者自立支援事業（家計改善
支援事業）

社会福祉課

335
生活困窮者自立支援事業（就労準備
支援事業）

社会福祉課

336 生活保護制度の適正実施 社会福祉課

337 児童扶養手当支給事業 こども課

338 ひとり親家庭医療費助成事業 こども課

339
自立支援教育訓練給付金及び高等
職業訓練促進給付金等事業

こども課

340 子どもの生活・学習支援事業 こども課

341 女性相談支援員設置事業 社会福祉課

342 各種福祉団体等に対する支援 社会福祉課

343 民生児童委員への支援 社会福祉課

障がいのある方が生きがいを持っていきいきとした生活を送ることができるよう、障がい
に関する正しい知識と理解を深めるためのシンポジウムを開催する。

障がい者（児）の自立に向け、緊急的な保護が必要な家庭への支援、一人暮らし体験等
を実施する。

手話通訳者を養成するため、県主催の手話通訳者養成講座を受ける意思のある者に対
し、受講に要する費用を助成する。

生活保護に至る前の段階の経済的に困窮した方に対して、自立の促進を図るため、喜
多方市生活サポートセンターにより、生活上の助言や就労支援等を行う。

生活保護に至る前の段階の経済的に困窮した方に対して、自立の促進を図るため、転
居費用相当分の支給及び一定期間の家賃相当額の支給を行う。

ひとり親家庭の子どもの生活向上を図るため、子どもの「居場所」の運営を「れんが」に
委託し、生活・学習支援を行う。

児童を扶養している配偶者のいない者の相談に応じ、女性相談支援員が自立に必要な
情報提供及び指導を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

障がい者（児）が安全で安心した日常生活を送ることができるよう、生活支援コーディ
ネーターを配置し、地域の実態に即した福祉ネットワークを構築する。

生活保護に至る前の段階の経済的に困窮した方に対して、自立の促進を図るため、問
題を抱える生活困窮者の家計管理能力を高める。

生活保護に至る前の段階の経済的に困窮した方に対して、自立の促進を図るため、生
活困窮者の一般就労に向けた準備としての基礎能力を高める。

健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援するため、生活に困窮する方に
対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う。

父又は母と生計を同じくしていない児童の家庭の自立を助け、生活の安定を図るため、
手当を支給する。

ひとり親家庭に対する支援を図るため、所得が低い家庭に対し医療費の一部を助成す
る。

ひとり親家庭の父又は母の職業能力の向上と就職に有利な資格の取得を支援するた
め、給付金を支給する。

地域の見守り体制や福祉関係団体活動の充実を図るため、各種福祉団体等へ負担金、
補助金を交付する。

地域の見守り体制の充実を図るため、民生児童委員連合会に対し補助金を交付する。
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■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

344 消防団運営事業 危機管理課

345 消防ポンプ車等整備事業 危機管理課

346 消防施設整備事業 危機管理課

347 消防施設管理事業 危機管理課

348 水防対策事業 危機管理課

349 防災対策事業 危機管理課

350
防災力・減災力強化事業（自主防災
組織支援事業）

危機管理課

351 避難行動要支援者名簿の作成 危機管理課

352 救助体制の確立 危機管理課

353 災害協定の締結 危機管理課

354 緊急情報伝達体制の確立 危機管理課

355 国民保護計画に関する事業 危機管理課

356 国土強靭化地域計画に関する事業 危機管理課

357 中小企業者等防災対策事業 商工観光課

新
規

358
水害対策事業（ワンコイン浸水センサ
設置）

危機管理課

359 防災訓練事業 危機管理課

平常時から災害に備え、災害発生時の被害低減及び被災後の復旧・復興の迅速化を図
るため、地域特性と想定リスクの分析、脆弱性評価に基づく強靭化を推進する。

テロや武力攻撃から市民を守るための保護措置の推進を図るため、国民保護協議会の
開催及び国民保護計画の随時見直しを行う。

激甚化する自然災害の防災対策の充実強化を図るため、立地企業が行う防災対策経費
等を支援する。

浸水害の減災や避難行動の円滑化を図るため、水害常襲地域である塩川町において、
国の実証実験で無償貸与により設置したワンコイン浸水センサ16台により、リアルタイム
で内水氾濫状況を把握する。

地域防災体制の確立と防災意識の高揚を図るため、地域防災計画に基づく総合防災訓
練を実施する。

災害発生時の被害復旧体制の充実のため、他自治体や事業所との災害協定の締結を
推進する。

災害発生時の円滑で速やかな情報伝達体制を確立するため、防災行政無線や福島県
総合情報通信ネットワークの維持管理、運用を行う。

各種災害から市民の生命と財産を守るため、消防行事及び各種訓練等の実施、消防団
員及び女性消防団員の加入促進等を行う。

消防水利の維持管理を図るため、消防ポンプ自動車や消防施設の修繕、維持管理、消
火栓等の修繕を行う。

豪雨・台風等の水防対策のため、消防団の水防訓練への積極的な参加を促す。

地震や豪雨などによる自然災害の防災減災のため、防災マップ（ハザードマップ）の活用
及び啓発を行う。

地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成時に必要な経費及び活動に関する
経費を補助する。

事業目的 及び 事業概要
令和８年度

災害時の避難誘導を確実に行うため、災害時避難行動要支援者名簿を更新する。

各関係機関が連携した救助体制の確立のため、山岳協議会、県防災ヘリコプター運行
協議会へ負担金を支出する。

３　消防・防災

事務事業名

消防体制の充実のため、消防施設整備計画に基づき、消防ポンプ自動車及び消防ポン
プ庫の整備等を行う。

消防水利の確保のため、消防機械器具及び消防施設の計画的更新を行う。
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No. 担当課

360
防災計画の修正及び各種防災マニュ
アル等の整備

危機管理課

361
防災力・減災力強化事業（災害時備
蓄品購入事業）

危機管理課

362 災害発生時の感染症対策 危機管理課

363
山都地区自主防災組織等連携支援
事業

危機管理課
山都総合支所

住民課

364 広域市町村圏（常備消防費）負担金 危機管理課

■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

365 交通安全対策事業 危機管理課

366 運転免許証自主返納者支援事業 危機管理課

367 交通安全団体との連携 危機管理課

368 交通安全団体への支援 危機管理課

369 市民交通災害共済事業 危機管理課

370 交通遺児支援事業 危機管理課

371 チャイルドシート貸出し事業 危機管理課

372 防犯等対策事業 危機管理課

373 安全で安心なまちづくり推進事業 危機管理課

374 高郷町安全安心確保対策事業
高郷総合支所

住民課

防犯意識の高揚と地域に根差した防犯活動の実施を図るため、関係団体と連携し、防犯
キャンペーンを実施するとともに、防犯カメラを設置する。

犯罪、事故等の防止に配慮した安全で安心なまちづくりを推進するため、市、市民、事業
者及び土地所有者等が一体となった防犯活動を実施する。

防犯意識の高揚と地域に根差した防犯活動の充実を図るため、防犯予防活動のほか、
深夜時間帯での防犯パトロール等の不審火対策を講じる。

喜多方地方広域市町村圏組合による常備消防の充実を図るため、救急救命士の養成や
救急救助隊員の知識・技術向上、救急救助用資器材の充実に努める。

高齢者による交通事故の減少と公共交通の利用促進を図るため、運転免許証を自主返
納した高齢者の不便さを解消するための支援を行う。

交通安全運動の推進を図るため、喜多方地区交通安全協会や全会津交通教育専門員
連絡協議会等との連携を強化する。

交通安全運動の推進を図るため、喜多方地区交通安全協会喜多方市支部会や交通安
全母の会連絡協議会の活動を支援する。

交通事故被害者の救済を図るため、市民交通災害共済への加入促進を行う。

交通事故被害者の救済を図るため、交通遺児激励金の支給を行う。

乳幼児の交通被害の軽減と安全意識の高揚を図るため、チャイルドシートの貸出しを行
う。

地域防災の要である消防団や自主防災組織等と市が連携して災害に強いまちづくりを進
め、地域の持続的発展につなげるため、緊急時の避難場所となる集会施設の資機材を
整備する。

交通安全意識の高揚を図るため、交通安全市民大会や交通安全パレード、交通安全教
室等を実施する。

４　生活・安全

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

各種災害に対処するため、過去の大規模な災害や社会構造の変化等を踏まえ、防災計
画の見直し等を行う。

万が一の災害に備えるため、流通備蓄を基本とし、定期的に非常食糧品等を購入し備蓄
を行う。

災害発生時の避難所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大やクラスターの発
生を防ぐため、感染予防対策用資材の備蓄を行うとともに、民間宿泊施設等の避難所利
用を推進する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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No. 担当課

375 防犯団体等との連携 危機管理課

376 喜多方市防犯協会補助金 危機管理課

377 犯罪被害者等の支援 危機管理課

378 市民相談事業 市民生活課

379 消費生活センター運営事業 市民生活課

380 空間放射線量測定業務 危機管理課

381 食品等放射性物質分析検査事業 危機管理課

■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

382 坂井四ツ谷線街路事業 都市整備課

383 豊川・慶徳線道路整備事業 建設課

384 道路改良等事業
建設課

各総合支所産
業建設課

385 国、県道の整備 建設課

386 街路灯の整備
建設課

各総合支所産
業建設課

387 街路灯整備の支援
建設課

各総合支所産
業建設課

388 生活道路整備事業
建設課

各総合支所産
業建設課

389 みんなの道づくり事業
建設課

各総合支所産
業建設課

市民の困りごとに対応するため、法律相談、人権相談、行政相談等を開催し、相談体制
の充実に努める。

防犯意識の高揚と地域に根差した活動の充実を図るため、喜多方地区暴力追放対策協
議会や喜多方地区防犯協会連合会と連携する。

防犯意識の高揚と地域に根差した活動の充実を図るため、喜多方市防犯協会の活動を
支援する。

犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活再建を図るた
め、犯罪被害者等が直面する問題に係る相談に応じ、情報提供を行うとともに、見舞金
の支給等を行う。

市民生活の基盤となる国県道について、整備促進を図るため、各種同盟会を通じ、国、
県に要望活動を行う。

各地域の安全・安心を確保するため、公設街路灯設置基準に基づき、降雪期前までに行
政区要望箇所を整備する。

悪質商法など消費生活におけるトラブル解決のため、相談員や担当職員の研修参加を
積極的に行うとともに、消費生活相談の喜多方市、北塩原村、西会津町における広域化
を推進する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

５　社会基盤

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

地域間の交通機能の向上と交通ネットワークの充実を図るため、外環状道路に位置づけ
られている市道豊川・慶徳線の整備を進める。

各地域のバランスを考慮した市道を整備するため、改良舗装工事を実施する。

市民の安全・安心を確保するため、放射線測定器にて、市の公共施設や集会所等の空
間線量を測定し、公表する。

市民の安全・安心を確保するため、市民が生産する自家消費野菜等を対象とした放射性
物質検査を実施する。

中心市街地を東西に連絡する重要路線の安全性・快適性等の向上を図るため、御清水
西工区での車道拡幅・歩道新設・無電柱化等による道路拡幅整備を行う。

各地域の安全・安心を確保するため、行政区が行う街路灯の新設、切替、修繕に対し経
費を支援する。

生活道路整備を促進し、生活環境の向上を図るため、その整備に要する経費を行政区
に対し、支援する。（市道以外の道路）

市道の早期整備を図るため、行政区が主体となって舗装等を行う際の資材と機械使用
料を市が負担する。
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No. 担当課

390 安全安心な道路施設維持管理事業
建設課

各総合支所産
業建設課

391 交通安全施設整備事業
建設課

各総合支所産
業建設課

392 橋梁長寿命化整備事業 建設課

393 橋梁点検 建設課

394 道路ストックリニューアル事業 建設課

395 画像投稿システム事業 企画調整課

396 雪寒施設整備事業 建設課

397 市道除雪
建設課

各総合支所産
業建設課

398 除雪機械整備事業 建設課

399 市道押切東線歩道再整備事業 建設課

400 緊急輸送道路の橋梁耐震補強事業 建設課

401
都市再生整備計画事業（塩川駅周辺
地区）

都市整備課

402
市営墓地の管理及び上ノ山墓地公園
の整備

市民生活課

403 公園施設長寿命化事業 都市整備課

404 都市公園の整備・維持管理
都市整備課

塩川総合支所
産業建設課

405 都市下水路の維持管理 上下水道課

406 生活排水路整備事業
建設課

各総合支所産
業建設課

快適で住みよい生活環境の形成を図るため、市営墓地、上ノ山墓地公園等の適正な維
持管理・運営に努める。

快適な居住環境の形成を図るため、公園施設長寿命化計画に基づき老朽化した公園施
設の更新や補修を行う。

レクレーション空間の確保、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の
向上を図るため、利用者が安全・快適に利用できるよう、公園施設の修繕や樹木剪定、
除草等の実施によるきめ細やかな維持管理を行う。

都市下水路を適正に管理するため、定期的なパトロールを実施する。

行政区が主体となって進める水路の整備・維持管理のため、経費を支援する。

道路の安全確保を図るため、側溝の破損箇所の修繕や整備を行う。

交通事故防止を図るため、カーブミラー、道路区画線等の設置、改修を行う。

橋梁の長寿命化を図るため、橋梁修繕実施設計や橋梁補修工事を行う。

橋梁の安全確保を図るため、橋梁の点検・診断を行う。

老朽化が進む道路、道路構造物などの道路施設について、安全安心な交通確保を図る
ため、道路施設点検、維持修繕工事を実施する。

道路や道路構造物等の持続可能な維持管理に努めるため、市民が道路の破損状況等
について、画像と位置情報を投稿できるシステムを運用する。

冬期間の市民生活の安全と、経済活動の確保を図るため、毎年、除雪ドーザー等を１台
更新する。

歩道部について安全で快適な回遊性の高い歩行空間への再整備を図る。

緊急輸送道路に指定された路線の橋梁の耐震補強を行うことで、地震災害時の交通・物
流の機能を確保する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

居心地が良く多様な人々の交流と滞留が生まれる交通拠点の形成を図るため、東西自
由通路と駅前広場等の一体的整備を行う。

冬期間の市民生活の安全と、経済活動の確保を図るため、老朽化した消雪施設を更新
する。

冬期間の市民生活の安全と、経済活動の確保を図るため、除雪延長1,001kmについて、
除雪機械を配置し、除雪を実施する。
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No. 担当課

407 阿賀川旧河道魅力創造事業 建設課

408
ユニバーサルデザインの推進（公共
施設）

都市整備課
各公共施設管

理課

409
ユニバーサルデザインの推進（道路、
公園）

建設課
都市整備課

各総合支所産
業建設課

410 老朽管更新及び施設更新 上下水道課

411 小学生水道利用ポスターコンクール 上下水道課

412
水道未普及地区飲用水確保対策事
業

市民生活課

413 公共下水道等への加入促進 上下水道課

414 公共下水道の整備推進 上下水道課

415 浄化槽設置整備事業 上下水道課

416
公共下水道処理施設のストックマネ
ジメント計画

上下水道課

417 農業集落排水施設の機能強化事業 上下水道課

418 鉄道交通等への要望活動 地域振興課

419
会津鉄道、野岩鉄道、JR只見線への
支援、利用促進

地域振興課

420 地域公共交通会議負担金 地域振興課

421 生活交通対策事業 地域振興課

422 高校生等通学費補助金
熱塩加納総合
支所住民課

423 既存住宅維持管理修繕事業 都市整備課

市民の日常生活に必要な公共交通の確保を図るため、喜多方市地域公共交通会議の
事業費を負担する。

市民の日常生活に必要な公共交通の確保を図るため、バス運行事業者に補助金を交付
する。

利用者の利便性向上のため、通学に予約型乗合交通を利用する熱塩加納町の高校生
等に対して、交通費の助成を行う。

市営住宅等既存ストックの適切な維持管理を行うため、喜多方市公営住宅等長寿命化
計画により、維持管理上適切な改修工事を実施する。

公衆衛生向上のため、喜多方・塩川地区の公共下水道整備を実施する。

浄化槽の設置促進のため、設置支援を実施する。

施設・設備の適正な維持管理のため、喜多方浄化センター（喜多方・塩川・熱塩・山都）
の改築を実施する。

施設・設備の適正な維持管理のため、機能強化事業（上郷・新郷・天井沢・宮川地区）を
実施する。

鉄道交通の利便性向上のため、JRへの要望活動の実施等、関係機関へ働きかけを行
う。

鉄道交通の利便性向上のため、会津鉄道及び野岩鉄道、JR只見線への運営支援、施
設改善やダイヤ改正等の要望活動を行う。

水道事業の現状や、より質の高い安全で良質な水を安定的に供給するための課題につ
いて理解を深め、今後の水道事業の取組について協力を得るため、水道週間時に市内
小学４～６年生を対象にポスターコンクールを実施する。

水道未普及地区において安全・安心な飲用水を確保するため、該当する地区の住民等
に対して、浄水器等の設置補助を実施する。

下水道の利用者（接続者）拡大のため、加入促進月間を設定し、戸別訪問等を実施す
る。

一級河川の整備促進を図るため、旧河道活用方針について会津坂下町と協議、決定し、
国及び県に支援を要望する。

快適で住みよい生活環境の形成を図るため、公共建築物等の公共施設について、ユニ
バーサルデザインの実現に取り組む。

快適な居住環境の形成を図るため、道路等の公共施設において、ユニバーサルデザイ
ンの実現に取り組む。

老朽化した配水管等の布設替え及び施設の計画的な更新のため、配水管布設替工事、
浄水設備等の更新工事を実施する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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No. 担当課

424 公営住宅の管理 都市整備課

425 耐震化への支援 都市整備課

426 空き家対策事業 都市整備課

427 地籍調査事業

農山村振興課
山都・高郷総合
支所産業建設

課

428 DX推進 企画調整課

429 地域情報通信基盤運用事業 企画調整課

地域住民の安全・安心な住生活環境を確保するため、空き家の総合的な対策や代執行
による除却を行う。

土地の所有関係や境界等の調査により基礎資料を作成し、課税の公平化を図るため、
国土調査事業を実施する。

ＤＸ（デジタル　トランスフォーメーション）を推進するため、基本計画及び実施計画を定
め、事業実施及び進捗管理を行う。

情報通信基盤の更なる充実に向け、地域情報化の推進を図るため、地域住民に対して
超高速インターネット接続サービスを提供する。

大綱４➡

低額所得者、高齢者、障害者、ひとり親世帯等の住宅確保要配慮者等に住宅を供給す
るため、応能応益に応じた低額な家賃で市営住宅及び改良住宅を賃貸する。

地震に対する既存建築物の安全性の向上を図るため、耐震診断の支援や、耐震強度が
不足している木造住宅の耐震改修工事の支援を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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１　協働・地域コミュニティ・市民活動 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

430 集会施設整備事業 総務課

431 協働のまちづくり推進事業 地域振興課

432 ふるさと創生事業補助金 地域振興課

433 うつくしまの道・サポート制度 建設課

434 コミュニティ助成事業 地域振興課

435 地縁団体設立等認可事務 総務課

436 集落対策事業 地域振興課

437 地域おこし協力隊推進事業 地域振興課

438 市民活動推進事業 企画調整課

439
ガバメントクラウドファンディング活用
支援事業

企画調整課

440 喜多方市公園等管理サポート協定 都市整備課

441 平和図書の紹介 企画調整課

442
「非核平和のまち」作文・習字コン
クールの開催

企画調整課

443 原爆投下日の広報周知 企画調整課

444 非核平和の普及啓発事業の支援 企画調整課

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

協働によるまちづくりの推進を図るため、行政区等が自主的、主体的に企画、実施する
公益性のあるまちづくり事業を支援する。

市民が自ら考え、自ら実践する地域づくり活動を推進するため、ふるさとの活性化に寄与
するイベントや地域のにぎわいを創出するために必要な備品の整備を支援する。

市と市民あるいは市民同士などの協働の取組の意識の醸成を図るため、実施団体と
県、市で合意書を交わし、道路美化清掃のボランティア活動を支援する。

地域コミュニティの充実を図るため、行政区が実施する集会施設の改築、改修等を支援
する。

地域のコミュニティ活動の充実・強化を図るため、情報提供及び採択事業への補助金の
交付を行う。

地域コミュニティの支援を図るため、地縁団体の設立認可等において、行政区における
規約作成等を適切に支援する。

集落の実情に応じた維持・活性化を図るため、集落支援員を設置し集落の課題解決等
に対する支援を行う。

地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や住民支援などの地域協
力活動を行いながら、移住・定住を図るため、地域おこし協力隊の活動を支援する。

魅力あるまちづくりを推進するため、地域活性化に資する活動や地域課題の解決に資す
る活動を行う団体等を支援する。

広島･長崎原爆投下の日を市民に周知するため、サイレンを吹鳴し黙とうを呼び掛けると
ともに、投下日に関する記事を広報に掲載する。

市民の非核平和への関心を高めるため、市民団体の活動を支援する。

市民活動の活性化を図るため、市民活動支援センターに対して補助金を交付し、活動支
援を行う。

市と市民あるいは市民同士等による協働の取組に関する意識醸成を図るため、サポート
団体による地域貢献活動を支援する。

平和や核兵器廃絶への意識啓発を図るため、平和関連図書を広報紙で紹介する。

平和維持と核兵器廃絶の重要性についての意識啓発を図るため、作文・習字コンクール
を開催する。
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２　移住・定住 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

445 移住・定住促進事業 地域振興課

446
喜多方地方定住自立圏移住定住促
進事業

地域振興課

447 サテライトオフィス運営事業 地域振興課

３　連携・交流 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

448

喜多方地方広域市町村圏組合事業
負担金（斎場、ごみ焼却施設、し尿処
理施設、ごみ破砕施設及び最終処分
場）

市民生活課

449 磐越自動車道沿線都市交流会議 企画調整課

450
喜多方地方広域市町村圏組合による
事務の共同処理

企画調整課

451
「会津総合開発協議会」等を通しての
広域的な施策の推進

企画調整課

452 喜多方地方定住自立圏 企画調整課

453 友好都市交流促進事業 企画調整課

454 喜多方応援大使事業 企画調整課

455 連携協定等の締結 企画調整課

456
姉妹都市ウィルソンビル市への派
遣、受入事業に対する支援

企画調整課

457 国際交流協会の運営に対する支援 企画調整課

458 友好都市（宿遷市）交流事業 企画調整課

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

移住・定住の促進を図るため、喜多方地方定住自立圏を構成する本市、北塩原村及び
西会津町が連携し、移住希望者に対する情報発信を強化する。

本市への移住・定住の促進を図るため、移住希望者に向けた情報発信や本市での暮ら
しを体験できる支援制度、首都圏からの移住者を支援するための補助制度等を実施す
る。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

関係市町村との連携による効率的で効果的な施策の推進を図るため、し尿処理、ごみ処
理、消防、斎場、一般廃棄物処理等について共同処理を実施する。

広域的な諸課題への対応を図るため、会津総合開発協議会が実施する国、県等関係機
関に対する要望活動へ参加する。

本市への移住・定住、さらには地元企業との協働、地域課題解決、若者の雇用等に繋げ
るため、サテライトオフィスを運営する。

圏域において生活に必要な機能の維持・確保を図るため、喜多方地方定住自立圏第２
期共生ビジョンに基づく事業を実施する。

広域的な諸課題への対応を図るため、磐越自動車道沿線の都市間連携と交流促進を行
う。

広域圏で運営している斎場、環境センター山都工場等の適正な管理運営のため、喜多
方地方広域市町村圏組合に対し負担金を支出する。

本市の魅力を広く発信し、イメージアップ及び関心度の向上により地域活性化を図るた
め、本市に縁のある市外在住者を喜多方応援大使として委嘱する。

様々な分野での地域課題解決のため、企業や各種団体等との連携・協力体制を構築す
る。

市民の国際理解、国際感覚を醸成するため、会津喜多方国際交流協会が行う、海外へ
の市民の派遣及び海外からの外国人の受入等の事業に対し補助金を交付する。

市民の国際理解、国際感覚を醸成するため、本市の国際交流事業を担う会津喜多方国
際交流協会に対し補助金を交付する。

宿遷市との交流活発化と多文化共生の地域づくりを推進するため、文化・体育・医療・観
光・教育・芸術分野等での交流を促進する。

地域間交流活動を推進するため、東京都東大和市及び千葉県香取市と、人的・文化的
な交流を推進する。
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No. 担当課

459
外国人受入環境整備（相談窓口設
置）事業

企画調整課

４　生活環境・景観 ■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

460 まちなみ景観形成支援事業 都市整備課

461 清流保全事業 建設課

462 環境マネジメントシステムの推進 市民生活課

463 公害対策事業 市民生活課

464 喜多方市環境基本計画推進事業 市民生活課

465 一斉清掃及び奉仕活動の支援 市民生活課

466 不法投棄等防止 市民生活課

467 集積場所の変更管理 市民生活課

468 野焼等禁止の啓発 市民生活課

469 地下水対策の検討 市民生活課

■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

470 廃棄物・資源物の収集業務 市民生活課

471 クリーンきたかた推進員との協働 市民生活課

本市在留外国人からの雇用、医療、福祉、子育て等の生活に係る相談に対応するため、
ワンストップの相談窓口を設置する。

住民が主体となり、良好な景観の形成を図るため、地域の自主的な景観形成に関する
活動を支援する。

河川からの取水の確保と水量の安定化を図るため、市民が行う清掃活動の促進と支援
を行う。

市の事務事業における環境配慮活動を総合的に管理するため、環境マネジメントシステ
ムを運用する。

市民、事業者と行政がそれぞれの役割と責務において、環境の保全に努めるため、騒音
測定調査、騒音監視、公害・苦情等に係る現地確認、指導及び応急処置等を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

美しいまちづくりに努めるため、ポイ捨て防止の市民啓発や、不法投棄防止の巡回指
導、回収等を実施する。

事業者や市民による環境負荷軽減につながる取組を促進するため、環境の保全等に関
する施策を推進する。

美しいまちづくりに努めるため、一斉清掃や地区、職場等の活動を支援する。

ごみの適正処理等の普及啓発のため、各行政区にクリーンきたかた推進員を置き、協働
してごみの分別と減量化、不法投棄防止を推進する。

美しいまちづくりに努めるため、行政区で行う、ごみの集積場所の変更や設置について、
設置場所の指導を行う。

野焼きの禁止の啓発を図るため、市広報紙、市のホームページ等で広報周知を実施す
る。

地下水資源の確保や有効活用を図るため、地下水の保全対策に努める。

事業目的 及び 事業概要
令和８年度

ごみの減量化と資源としての再利用を促進するため、ごみや資源物の収集を委託により
実施する。

５　循環型社会・自然環境

事務事業名
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大綱４　自然との共生と元気なふるさとづくり

No. 担当課

472 資源物の集団回収に対する助成 市民生活課

473 ごみの削減に向けた取組 市民生活課

474 循環システムの確立と推進 市民生活課

475 生ごみ処理機等購入補助金の交付 市民生活課

476
廃棄公文書等溶解処理再資源化事
業

財政課

477 環境にやさしい商品の使用推進 市民生活課

478 「再エネ先駆けの地」理解促進事業 市民生活課

479 小水力発電施設の維持・管理 市民生活課

480
地球温暖化対策総合ビジョンの策定
と推進

市民生活課

481 公共施設の再エネ電力切替事業 市民生活課

482
カーボンニュートラル実現重点対策
加速化事業補助金の交付

市民生活課

483 新技術情報収集事業 市民生活課

484 市有街路灯LED化事業 建設課
省エネルギー化により二酸化炭素排出量を削減するため、市有街路灯のLED化を推進
する。

環境保全に係る新たな技術を市の施策へ迅速に反映させるため、環境省をはじめとした
国や県との連携を密にし、情報収集を行う。

ごみの減量化と資源としての再利用を促進するため、子ども会等が実施する資源物回収
に報奨金を支出する。

ごみの減量化と資源としての再利用を促進するため、ごみの分別徹底、レジ袋削減、食
品ロス削減に向けた広報活動を行う。

資源の循環的利用を促進するため、関係機関の情報把握に努めるとともに、民間事業
者によるバイオマス利用を支援する。

一般家庭から排出される野菜くずなどの生ごみを堆肥化・減量化するため、購入に要し
た経費の一部を補助する。

本庁舎から排出し廃棄する公文書等は、機密情報や個人情報等を保護するため「焼却
処分」としているが、循環型社会に貢献するため、焼却ごみの減量化、再資源化を図る。

市民や事業者に対して、環境保全意識の高揚と環境に配慮した生活や事業活動を促進
するため、エコマーク・グリーンマーク商品の使用を啓発する。

市民に対して地球温暖化の問題と再生可能エネルギーに関する理解促進を図るため、
市内小中学生を対象とした再エネ学習会や、事業者を対象としたセミナー等を開催する。

持続可能なエネルギー利用のため、小水力発電所の維持・管理を行い、発電した電気を
道の駅喜多の郷で自家消費する。

二酸化炭素排出量削減とその核となる再生可能エネルギー導入推進を図るため、地球
温暖化対策総合ビジョンを策定し、市全体の脱炭素化を推進する。

公共施設における二酸化炭素排出量削減のため、公共施設の電力需給契約を、再エネ
地域新電力への順次切り替えについて、所管課と連携し進める。

二酸化炭素排出量削減目標達成に向けた取組を加速させるため、屋根置き等自家消費
型の太陽光発電設備の導入等に要した経費の一部を補助する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

計画の実現に向けて➡

49



計画の実現に向けて

■
■
わくわく
総合戦略

No. 担当課

485 施策評価の実施 企画調整課

486 事務事業評価の実施 企画調整課

487 定員適正化の推進 総務課

488 職員研修・人事交流 総務課

489 行政改革の推進 企画調整課

490 総合教育会議の開催 企画調整課

491 審議会等の委員の公募 総務課

492 行政懇談会 総務課

493
パブリックコメント制度による意見の
反映

企画調整課

494 わくわく市政ふれあいトークの開催 企画調整課

495 ふれあい出前座談会の開催 企画調整課

496 市民の声（投書箱）などの設置 企画調整課

497 総合計画審議会の開催 企画調整課

498 市民満足度アンケート調査の実施 企画調整課

499 各種統計調査の実施 企画調整課

500 広報紙の発行 企画調整課

総合計画をフォローアップし、市民の意見・意向を施策に反映するため、総合計画審議
会（公募委員含む）を開催する。

本市の行政サービスに対する満足度や市政への意見を把握するため、市民を対象にア
ンケート調査を実施する。

市政に関する情報を収集するため、現住人口調査、学校基本調査、経済センサス等を実
施する。

市政や施策に関する情報やイベント情報等を発信するため、「広報きたかた」(毎月1日)を
発行し配付する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

事務事業の効率性・効果性向上のため、総合計画－実施計画に掲げる事務事業につい
て、本部会議や外部評価委員会により評価を実施する。

社会経済情勢の変化や市民ニーズに適切に対応できる効率的な組織体制を確立するた
め、計画的・効果的な職員研修を行うとともに、国・県等との人事交流等を行う。

庁内の行政改革を推進するため、行政改革大綱に基づき実施計画を定め、進捗管理を
行う。

総合計画の進捗管理や検証結果の施策への反映を行うため、総合計画に掲げる指標の
実績値や市民満足度調査の結果について検証を行う。

社会経済情勢の変化や市民ニーズに適切に対応できる効率的な組織体制を確立するた
め、定員管理計画の下、職員数の適正管理に努める。

市民参画を促進し、市民の意見・意向を施策展開に反映するため、「市民の声（投書
箱）」の設置や、ホームページに「市政へのご意見募集」を掲載する。

市長と教育委員会との十分な意思疎通を図り、連携して効果的に教育行政を推進してい
くため、喜多方市総合教育会議を開催する。

市民の意見・意向を施策展開に反映するため、喜多方市審議会等の設置に関する基準
に基づき、積極的な市民参加を推進する。

市民の意見・意向を施策展開に反映するため、各種周知事項の説明、各行政区からの
要望に対する回答を実施する。

市民参画を促進し、市民の意見・意向を施策展開に反映するため、市民が意見を述べる
ための十分な期間を確保するなど制度の的確な運用を行う。

市民参画によるまちづくりを推進するため、市民一人ひとりの声や提言に耳を傾ける場を
設ける。

市民参画よるまちづくりを推進するため、地域住民や団体と市長が自ら現場に赴き市政
に対する意見交換等を行う。
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計画の実現に向けて

No. 担当課

501 ホームページなどによる情報発信 企画調整課

502
「デジタル・リアルで触れる」喜（び）多
（い）方シティプロモーション事業

企画調整課

503
喜多方地方定住自立圏プロモーショ
ン事業

企画調整課

504 基幹業務及び内部事務のモダン化 企画調整課

505 スマート行政推進事業 企画調整課

506 議会タブレット活用事業 議事総務課

507 音声認識システム活用事業 議事総務課

508 中期財政計画の策定等 財政課

509
統一的な基準による地方公会計制度
に基づく財務書類の作成と公表

財政課

510 監査、検査及び審査
監査委員事務

局

511
地理情報システム（GIS）データ修正
業務

税務課

512 国民健康保険税徴収技術向上事業 税務課

513 管理職等特別訪問調査事業 税務課

514 コンビニ・スマホ収納事業 税務課

515 ふるさと納税 企画調整課

516 遊休土地建物の売却、貸付 財政課

現年度分滞納者の早期完納のため、管理職等により、一定期間、集中的に訪問調査を
実施する。

市税及び国民健康保険税における納税者の納付環境を向上させるため、収納代理業者
へ公金収納業務を委託する。

自主財源の確保とともに、市外納税者の喜多方市への関心向上と関係人口の増加を図
るため、本市の魅力や地場産品等の情報発信を行う。

遊休財産等の適正な管理に努めるとともに、貸付や譲渡により有効活用を図るため、行
政目的を持たない土地・建物についての売却や貸付、譲渡に向けた調査等を実施する。

住民にお知らせしたい情報等を広く発信し周知するため、ホームページやSNS、ラジオ番
組を活用し情報発信を行う。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度

５年間における歳入歳出等の見通しを立て、財政収支の均衡及び財政健全化の確保を
図るため、中期財政計画等を策定する。

ALPS処理水の海洋放出等に起因する風評の払拭及び、継続的な市内経済の活性化及
び市の財源充実のため、若い世代をターゲットに観光交流や移住定住等を始めとしたプ
ロモーションを実施する。

圏域を構成する北塩原村及び西会津町と連携し、ALPS処理水の海洋放出等に起因す
る風評の払拭、人口減少抑制、交流人口の増加、生活機能の維持・確保を図るため、移
住環境、観光・物産等の魅力を発信する。

市民サービスの向上と事務作業の効率化を図るため、外部環境の変化（技術革新等）に
対応しつつ、基幹業務システムおよび内部事務システムを更新する。（「地方公共団体情
報システムの標準化に関する法律」（令和3年法律第40号）に基づく標準化を含む。）

市民サービスの向上及び内部業務効率化のため、オンライン申請ツールやビジネス
チャットなどのデジタル技術を活用する。また、喜多方フリーWi-Fiの利用拡大を図るた
め、公衆無線LAN整備施設数の拡充に取り組む。

市民に開かれた議会運営の実現、ペーパーレス化、情報伝達の迅速化等を図るため、
会議システム用タブレットを活用する。

会議録作成に係る所要時間の短縮化を図るため、各種会議に係る反訳作業について、
音声認識システムを活用する。

健全な財政運営を図るため、統一的な基準による地方公会計制度に基づいた財務書類
の作成と公表を行う。

事務の管理及び執行等について、法令に適合し、経済的、効率的かつ効果的な実施を
確保するため、定期監査、例月現金出納検査、決算審査、基金の運用状況審査等を実
施する。

適正な課税に必要な資料を整備するため、地理情報システムの修正業務を実施する。

国民健康保険税の収納率向上に向け、職員の徴収技術の向上を図るため、特別交付金
（収納率向上特別対策事業分）を活用した研修等を実施する。
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計画の実現に向けて

No. 担当課

517
市有地（子育て世帯向け住宅用地）
売却準備事業

財政課

新
規

518
公用車（共用車）運行管理等システ
ム構築事業

財政課

新
規

519 旧熱塩小学校譲渡等検討準備事業 財政課

520 公共施設等総合管理推進事業 財政課

521 コンビニ交付サービス事業
市民課
税務課

522
クラウドサービス利用などによる民間
データセンタの活用

企画調整課

新
規

523 地域活性化企業人制度の活用 企画調整課

新
規

524
旧福島県立喜多方東高等学校跡地
利活用事業

企画調整課

全５２４事務事業

子育て世代向けに市有地を売却することにより、移住や定住の促進、自主財源の確保を
図るため、建築基準法に規定するセットバックラインの確定及び売却価格を算出するた
めの業務を委託する。

旧福島県立喜多方東高等学校跡地を利活用し、人口減少抑制や誰もが暮らしやすく安
全・安心で魅力あるまちづくりを実現するため、基本計画の策定や用途地域変更の検討
等を行う。

公用車（共用車）の運行管理に関するアナログ化の解消、職員等の負担軽減やペー
パーレス化、稼働状況等のデータの蓄積による公用車の適正配置・減車を図り、DXを推
進する。

令和７年３月に閉校した旧熱塩小学校について財源確保や地域振興等へ向け、民間事
業者等への譲渡等を含めた利活用を検討するため、土地境界確定及び不動産鑑定評
価を業務委託する。

将来を見据えた公共施設等の総合的な管理を推進するため、「公共施設等総合管理計
画」に基づき、公共施設等の適正な管理を行う。

情報システムの運用において、高度なセキュリティ環境を確保するため、クラウドサービ
ス利用やアウトソーシングにより、堅牢な民間データセンタを活用した基幹業務システム
及び内部事務システムの運用を行う。

本市の認知度向上及びデジタル技術の活用による業務効率化に取り組むため、国の地
域活性化企業人制度を活用する。

市民サービスの向上を図るため、マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの各
種住民サービスを実施する。

事務事業名
事業目的 及び 事業概要

令和８年度
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